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里難講鋪無妻1．川井貞雄

　1年目ど前のことになりますが、三菱総合

研究所の牧野昇氏は産経新聞の社説である

「正論」欄に「自主意識を欠いた経済人の罪」

という一文を載せておられます。その論旨と

するところは、日本のここ数年来の企業の開

業率が4％であるのに対して、廃業率は4．5

％、すなわちネットでは企業数が0．5％減少

しているが、これに対する米国では、ほぼ同

時期の開業率が約14％、廃業率が約12％なの

で、ネット2％の企業数の増加が見られると

のことで、現在の両国経済の明暗の一因を指

摘するものでした。

　日本経済が好調で、ライジング・サンと呼

ばれていた、1970年代から1980年代にかけて

の経済成長期には、開業率が7％前後、廃業

率が4％ぐらい、従ってこの頃は日本でも約

3％ぐらいの企業数の増加があり、これに反

してこの頃の米国のネット廃業率は数パーセ

ントあったとの事で、これもまた、日米両国

経済の当時の事情の一端を説明するものと思

われます。更にこの事は、新規事業を立ち上

げる“起業”の国全体の経済に与える重要な

役割を強調するものでした。

　しかも、自主意識が要求されるのは、国ば

かりでなく個々の企業についても同様です。

企業内企業として、その企業にとっての新分

野の開拓を奨励している会社もある様ですが、

これも単に収益性のみならず、会社全体に与

える活性化ムードの効果も併せ考えられてい

るのでしょう。

　口本政府にもこの”起業”の重要性を意識

し、何等かの対策を検討する動きがあると伝

えられていますし、またこれを勧奨する資金、

税制面での支援策も必要とされるでしょうが、

これは自主の意識と意欲の問題であることか

ら、政府の施策を云々する前に経済人として

の白覚が要求されているのかも知れない。

　しかし、残念なことに、日本の現状を見る

に、‘’自主意識を欠い”ているのは、何も経済

人だけではなさそうである。

　外交政策、景気対策、学校教育、其の他も

ろもろの分野において、自主精神の欠落が指

摘されているが、そうなると問題の所在は深

刻で、国のあり方の根幹にかかわるものであ

り、経済の対外的低迷は単にその現象の一断

面にすぎないものかも知れない。

せんぎょう　平成11年10月号 □
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一．

1．総合的環境対策の策定に向け、初会合を開催

　　　一第1回環境対策特別委員会の開催一

　当．協会は、平成U．年7月28日開催の定例理事

会で環境対策特別委員会の設慨を決定した（本

誌平成1一年8月号P．2シッビングフラッシュ

参照）が、同特別委員会は、平成11年9月16日

に第ユ回会合を幹事会と合同で開催した。

　同会合では、

・当．協会関係上委員会におけるこれまでの環境

　問題への取り組みの報告、

・今後の検討事項の審議

が行われた。

（1）関係各委員会におけるこれまでの環境

　問題への取組事項

　　当協会におけるこれまでの環境問題へ

　の取組事項について関係各委員会からそ

　れぞれ報告がなされた。主要項目は以下

　の通りである。

　○政策委員会

　　　サブスタンダード船排除の推進

　　　環境関連の税制措置等

　○政策委員会・工務委員会（合同）

一．．

　　経団連環境自主行動計画への対応

○海尻委員会・工務委員会

　　IMOにおける環境問題の検討

　・有機スズ含有船底防汚塗料（TBT）規制

　　問題

　・バラスト水排出規制問題

　・大気滑染防．【．ヒ問題

○タンカー部会

　　海上災害防止センターを通じての効率的

　　な流出油防除体制の整備　　　　　　　　　．一

〇法務保険委員会

圖 せんきょう　平成／1年10月号



【

　　油濁関係条約等による汚染事故等に係る

　　船主の責任・補償問題

○外航船舶解撤促進特別委員会

　　船舶解撤問題共1司検討委員会（二本造船

　　τ業会と共同）の活動

　　アジア船主フォーラムを通じての活動

　　ICS　Ship　Recycling　WGへの対応

○総務委員会

　　環境保全に資する費用等の拠出

（2）今後の検討事項

　　引き続き、環境対策特別委員会は、環境問

　題に対．し総合的に対応する組織として設置し

【資料】　環境対策特別委員会および幹事会メンバー

環境対策特別委員会

たものであり、個別の環境対策は関係各委員

会で引き続き積極的に推進することを確認し

た．ヒで、1司委員会としては今後下記事項を検

討していくことが決定された。

①環境対策に係る報告書の作成（これまで

　の対策・今後の課題を含む）

②業界としての環境行動方針・行動憲章の

　策定

③国内外関係団体への働きかけ

④環境シンポジウム（平成U年度内予定）

　の開催

⑤経団連環境自主行動計画への対応（継続

　的対応）

氏　　名 協　　会　　内　　役　　職 会　　社　　役　　職

i委員長 生田　正治 会　　長 商船三井取締役社長
｛
i
副
委
員
長
E

松永　宏之
副会長／タンカー部会長／外航船舶解撤促進
ﾁ別委員会委員長 東京タンカー取締役社長

i
委
　
員
L 崎長　保英 総務委員会副委員長 川崎汽船副社長

倭　員 芦田　産生 政策委員会副委員長（政策担当） 商船三井常務取締役

委　　員　山口　嗣二 政策委員会副委員長（国際担当） 日本郵船専務取締役
委員1畑彰　　　　5

タンカー部会長会社：海上災害防止センター
^営検討委貝会委員長 東京タンカー常務取締役

委　　員　上江洲由亘 工務委員会副委員長 日本郵船取締役

委　則町野隙目 海防委員会副委員長 商船三井常務取締役

委　　員　．1．’時　克行 1法務保険委員長指名の委員 三光汽船常務取締役

委　　員i原田　　弘　近海内航部会長 神戸船舶取締役社長

環境対策特別委員会幹事会

1氏　名 協　　会　　内　　役　　職 会　　社　　役　　職
L［幹事長　五十嵐　誠 政策幹事長 日本郵船企画グループ長代理

溝　事 羽飼　　猛 広報幹事長 日本郵船広帳グループ長　　　　　t

1幹　　事 鈴木　　修 国際幹事長 商船三井定田部計画室長i
幹
　
事
． 石田　埋骨 代務幹事八戸幹事長 日本郵船運航技術グループ長代理

1幹　事 羽田　知所 新造船幹事長 商船三井技術部長

1幹　　事 納　　泰男 タンカー部会委員（タンカー部会長会社） 東京タンカー総務部部長

幹　　事 関内旬一郎 外航船舶解撤促進特別委員会幹事長 川崎汽船経営企画部調査役

せんきょう　平成11年10月号 圖



　第2回委員会は、幹事会の検討を経て、明2000

年1月までの閲に開催する予定としている。

なお、委員・幹事は資料の通りである。

2．両国船協の相互理解と共存共栄の関係を確認

一霞5回日台船協会談の模様について一

　題記会談が1999年10月5日に日本（静岡県川

奈）で当協会主催で開催された。当協会からは

生田会長はじめ9名が、台湾船協からはLin会

長をはじめ9名が出席した。（出席者は資料2

参照）

　会談では、冒頭、生田会長より9月に発生し

た台湾大地震について、お見舞いの言葉が述べ

られた後、両国海運の現状と展望や、米国／EU

および国際機関（OECD、　WTO等）における海

運問題等につき友好的な雰囲気の下、率直かつ

建設的な意見交換が行われた。

　両．協会は今後もこの会談を継続していくこと

とし、帯同会談を2001年目台湾で開催すること

が合意された。

　会談で採択された共同声明は資料1の通りで

ある。

台湾側からは、復興に向けた国民の．一致した

努力が続けられているという力強い発言があ

った。

3，会談では、アジア・米国・欧州の各経済が、　＿

基本的に健全または回復基調にあることが留

　意され、特にアジア経済の回復が、同地域の

海上輸送量の回復に繋がることへの期待が示

　された。

4，両協会は、そうした世界経済への認識の下

　に、本年5月に施行された米国海運改革法

　（OSRA）の影響や、その後も進行している海

　運業界の再編問題など、世界の海運情勢や台

湾海峡航路の発展を含む両国海運の現状につ

　いて意見交換を行った。

【資料1】

　　　　　　　　　　　　　1999年10月5R

　　第5回日台船主協会会談共同声明

5，両協会は、米国の港湾サービスユーザーフ

　ィー法案がメンバー船社に．与える影響につい　　＿

て、強い懸念を表明した。

1．第5回［台船主協会会談が、1999年ユ0月5

　日㈲、日本（静岡県伊東．市川奈）で開催され

　た。これは、1997年の第4回会談（於：台中

市）に続くもので、友好的な雰囲気の中、率

　直かつ建設的な意見交換が行われた。会談の

　出席者は添付の通りであった。

2．会議の冒頭、日本側から今回の台湾大地震

　について心からのお見舞いの言葉が述べられ、

6，また、各国政府における競争政策の運用と、

船社の商業活動に対する政府介入の問題を今

後も注視していくことが合意された。

7．WTO海運サービス自由化交渉については、

　自由かつ公正な船社活動を世界的に保証する

　基盤を確立するため、1司交渉の成功を期待す

　ることで一致した。また、両．協会は、台湾が

WTOへの加盟申請を行っていることを支持

囲 せんぎょう　平成／1年10月号



した。さらに、本年10月下旬に日本で予定さ

れているOECD海運委員会と非加盟諸国と

のワークショップに台湾が出席することに対

し、歓迎の意を．表明した。

8，また、両．協会は、環境問題への積極的な対

応が重要であることを確認し、船舶の安全運

航の徹底と地球環境の保全に向け、サブスタ

　ンダード船の排除を始めとする最大限の努力

　を行っていくことを確認した。

9．また、海賊行為が世界的に増加傾向にある

実状に重大な懸念が表明された。両．協会は、

　関係各国政府に適切な対策を要請すると共に、

海上での自衛を強化することの重要性を認識

　し、万一船舶が被害にあった場合は、関係当局

への遅滞無き通報を励行することで一致した。

10．両協会は、今回の会談が、相互理解と共存

　共栄の関係をさらに深める」二で非常に有意義

　であったことを確認し、次回会談を2001年に

　台湾で開催することを合意した。　　以上

【資料2】　第5回日台船主協会会談　出席者

（台湾側出席者）

氏　　名mAME
役　　　　　職　　　TITLE

…
台湾船主．協会　NACS 会　　　社　　COMPANY

Steve　S．　S．　Lin　林省三 Chairman　会　．長 Chairman，　Evergreen　Mari皿e　Corp．

皿ng・Huei，　Chen S1．anding　Board　Director Chairman，　Yangming　Marine　Transport

Yao－Fon，　Loh Stand圭ng　Board　D主rector Chai㎜an，　Un1910ry　Mahne　Corp．

Chao－Holl　Chen Chairman，　Wan　Hai　Unes　Ltd．

Po・Ting　Chen Vice　Chairman，　Wan　Hai　Lines　Ltd．

George　J．Y．　Hsu Standing　SupervisDr gVice　Cllairman，　Evergreen　Marine　Corp，

Chin－ShyeD　Chen
Director

President，　Ta－Ho　Mariほme　Corp．

Bob　H，L．　Hsu　　　　　　Secretaly　General

Su－Ying　Huang　　　　　Manager

（Eヨ本倶1」出席者）

名
役 職

氏
日本船主協会 会 下

生 田 正 治 会 長 商船三井社長

草 刈 隆 郎 副　　　会 長 日本郵船社長

新 谷 功 副　　　会 長 川崎汽船社長

太 田 健 夫 ．副　　　会 長 飯野海運社長

松 永 宏 之 副　　　会 長 東京タンカー社長

和 田 敬 司 理　　　事 長

小 林 求 会　　長　　秘 書 商船三井経営企画部副部長

園 田 裕 一凶 企画調整部副部長

笠 原 永 ．子 企　画　調　整 部

せんぎょう　平成11年10月号 「5］
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国際会議レポート
「海上人命安全条約」第V章の全面改正に関する実質的な審議を終了

20D2年7月1日の発効を目指し海上安全委員会での検討に付託

一IMO第45回航行安全小委員会（NA＞45）の模様一

「海上人命安全条約」第V章の全面改正に関する実質的な審議を終了

2002年7月1日の発効を目指し海上安全委員会での検討に付託

一IMO第45回航行安全小委員会（NAV45）の模様一

　国際海事機関（IMO＞の航行安全小委員会第

45回会合（NAV45）が平成11年9月20日から24

目までの問、ロンドンのIMO本部で開催され、

1995年から継続して検討が進められきた航行安

全に関する設備の搭載要件等を規定した「海．ヒ

における人命の安全のための国際条約」（．SO－

LAS条約〉第V章の全面改正、船舶の航路指

定・船舶通報制度、および航行の安全に関する

設備の性能基準の策定等について審議が行われ

た。

　主な審議結果は次の通りである。

1．SOLAS条約第V章の全面改正について

　第V章は航行安全に関連した幅広い内容を含

んでいるが、今次全面改正の特徴は、搭載が義

務づけられる航行設備機器の機能要件化であり、

現行強制設備の機能要件化とその搭載基準の見

直し及び新規航行設備の船舶自動識別装．置

（Automatic　Identiication　System：AIS）およ

び航海データ記録装置（Voya喜e　Data　Recorder：

VDR）等の追加的搭載について検討が行われ、

一都適用船舶および適用期日等については、来

年5月に開催予定の第72回海上安全委員会

（MSC　72）での検討に委ねられたが、実質的な

検討が終了した。

　新SOLAS条約V章は、　MSC　72での承認およ

び来年12月開催予定のMSC　73で採択が予定さ

れており、2002年7月1日の発効予定である。

　MSC　72での検討に委ねられた適用船舶およ

び新規設備であるAISおよびVDRの搭載基準

に関する審議概要は以下の通り。　　　　　　　一．

（1｝適用船舶（1規則の4）

　　わが国からの昨年5月に開催されたMSC

71への「小型船、内航船、および現存船への

適用は慎重にすべきである」とする提案とそ

の提案に基づくMSC　71からの同様趣旨の指

示により、本規則の適用について検討が行わ

れ、わが国は、「総トン数150トン未満の国際

航海に従事する船舶及び総トン数500トン未

満の内航船については、主官庁の裁量で一部

規則を免除する」提案を行い合意された。ま

た、ペルーから漁船についても同様に主官庁
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　の裁量とする提案があり米国等が支持したが、

　漁船についてはMSC　72でその適用を検討す

　ることをわが国から提案し了承された。

　　なお、主官庁の裁量で免除することが可能

　とされた船橋デザイン、航行システム及び装

　置の配．置、船橋手続きに関する原則（15規則）、

　機器の維持管理（16規則）および電磁気適合

　性（18規則）からAIS等航行設備機器の搭

　載基準を規定する20規則を含む29規則の水先

　人の移乗設備については、改正SOLAS条約

　を国内法に取り込む上では、その適用範囲を

　十分に検討する必要性がある

（2）AIS（Automatic　Identification　System）の

　搭載要件　（20規則1．5bis）

　　AISは、船舶の船名、位置、速力及び針路

　等の情報を、船舶の航行管制を行う陸岸局お

　よび他船へ自動的に送信し、他の船舶から受

　糊した情報を、濃墨奏海域での航行管制および

　他船との衝突回避に役立てるためのシステム

　で、船対船、船脚陸にll囁広く利用された場合、

　衝突・座礁事故防止等に役立つ設備である。

　しかしながら、新規の設備でありその設置の

　負担が大きく、AIS情報の機密保持の手段、

　他船から得られた情報の表示法およびその利

　用法等、どの様に利用することが適切である

　か等の運用要件が一日分に検討されていない。

　また、この情報を航行管制に役立てる陸上施

　設の整備状況についてもIMOで明らかにな

　っていないことなど問題点も残されている。

　そのため、わが国は、この設備を強制要件と

　することは時期尚早であると主張し、運用要

　件をAISの搭載を義務化する前に十分に検

　討することを条件に、搭載船舶については、

　条約発効（2002年7月1日）以降に建造され

　る全ての旅客船および総1・ン数300トン以上

　の船舶とし、②その導入については、AISを
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有効に機能させるため、船種、船の大きさに

よる段階的導入を行わないこと、および③現

存船については、設．置負担の観点から2008年

7月1日目での搭載とし6年の猶予期間を設

けること、また、④GMDSSの導入手法と同

様に、2008年7月1E1以降2年以内に廃船に

する船舶については、主官庁の承認によりそ

の適用を免除することができるよう主張した。

　以上のわが国提案に対し、運用要件の検討

の必要性については、ICS（国際海運集会所）

からも、AIS情報の信頼性と正確性、船員に

対する作業負荷およびAIS情報の国際海上

衝突予防規則（COLREG）の位置づけ等に

ついて検討すべきことが提案され、米国を始

め多数の国の支持が得られたことから、次回

NAV　46の作業計画として「AISの運用要件に

関する指針の策定」を加え、条約発効［2002

年7月1日ユまでに運用要件に関する諸問題

に対する対策について検討することが合意さ

れた。

　また、搭載要件については、米国より現存

船に対し、船舶の大きさ及び声声により2005

年7月1日までの3年間で段階的に搭載を義

務づけるフェーズイン方式が提案され、カナ

ダ、およびドイツ等欧州各国が支持したこと

から、我国からも1司様に、現存の内航船に最

大の猶予期聞6年（2008年7月1日まで）を

与える船舶の大きさ及び船種によるフェーズ

イン方式を提案し、日本提案をベースに［　1

付きでMSC　72での検討に付すことが合意さ

れた。しかし、一部現存船タンカーについて

は、わが国主張の［2004年7月1日］までを

　［2003年7月1日］と修正する米国案に対し、

ドイツを始めとする欧州．各国の多くの支持が

あったことから［2003年7月1日］とされ、

わが国は当該規定案（，1．2．1）について
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留保した。

　なお、船舶を搭載期日以後2年以内に廃船

にする場合の主官庁による適用免除について

は、［】で同様にMSC72の検討に付されるこ

ととなった。

　規則案（四脚）は次のとおり。

1．5bis　：Autolnatic　identi通catlor1．system

　　（AIS）

．工　国際航海に従事する総トン数300トン以

　　．．ヒのすべての船舶、国際航海に従事しな

　　い総トン数500トン以上のすべての船舶、

　　およびすべての旅客船はAISを搭載し

　　なければならない。その適用は次のとお

　　り；

．！．工　［2002年7月1日］以降に建造された

　　船舶；（は搭載しなければならない）

．1．2　［2002年7月1日］より前に建造され

　　た国際航海に従事する船舶は、

．L2．1すべての旅客船とタンカーは、

　　　［2003年7月1日］以前に

．1．2．2総トン数50，000トン以一Eのすべて

　　の船舶は、［2004年7月1日］以前に

　．1．2．3総トン数50，000トン未満で1．0，000

　　トン以上のすべての船舶は、［2005年7

　　月1日］以前に

　．1．2，4　総トン数1G，OOGトン未満で3，00Gト

　　ン以上のすべての船舶は、［2006年7月

　　1日］以前に

　．1．2．5総トン数3，000トン未満で3001・ン

　　以上のすべての船舶は、［2007年7月1

　　日］以前に；また、

　．L3　［2002年7月1日ユより前に建造され

　　た国際航海に従事しないすべての船舶は、

　　　［2008年7月1目］以前に

［．2．1．に規定される搭載期日の後、2年以内

　　に廃船をする場合は、当該規定の適用を

　　主官庁は免除することができる。］

　3　AISは、適切に整備された海岸局、他

　　　の船舶及び航空機に船舶識別、船引、船

　　　位、針路、速力、航海状態及びその他安

　　　全に関連する情報を自動的に供給し、か

　　　っ、船舶を監視・追尾し、沿岸施設と情

　　　報交換することができること。なお、こ

　　　の規’定は、国際的な合意、規則または航

　　　海情報の保護に関する基準により適用し

　　　ない場合がある。

（3｝　vDR（Voyage　Data　Recorder）の搭載要f‘i二

　（22規員1」）

　　VDRは、1994年に発生したRo－Ro旅客船

　”エストニア号”の事故を契機に、海難事故

　の原因を究明するため、船舶の針路、速力お

　よび船橋での会話等を記録する設備として、

　欧米を中心として提案された。このように

　VDRは、当該設備を装備した船舶の安全性

　向上に直接寄与するものではない2次的な装

　置であることから、わが国は、搭載を義務づ

　ける船舶を新造の国際航海に従事するRo－Ro

　旅客船に限定すべきと主張した。また、自国

　の領海内での事故調査については、自国の責

　任の下で行われるべきものであり、内航船に

　ついては主官庁の判断によりVDRの設置を

　決定し、条約で強制化するべきでないことを

　主張し、ロシアを始め韓国、チリ、ブラジル、

　中国等から支持を得た。

　　また、リベリアからは、1980年に沈没して

　から十数年経ってようやく東シナ海で潜水艇

　により発見されたダービシャー号を例に、

　VDRの回収の可能性について、また、その

　回収はだれが行うのか等の疑問が投げ掛けら

　れるとともに、VDRから得られた情報の利

　用については、海難の発生に伴う訴訟に繋が

　り、法的ルール作りが必要であるとの意見が
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出された。

　また、カナダは旅客船にのみを、また米国

は、海難が発生した場合の人命および海洋に

与える影響を考慮して、Ro－Ro旅客船に新造

の旅客船および危険物積載船を含めるよう提

案した。

　・方、オランダを始めとする欧州．各国等多

くの国は、国際航海に従事する船舶に限定す

ることについては支持する一方で、Ro－Ro旅

客船および旅客船を含む、総トン数3，0001・

ン以上めその他貨物船にも段階的に2009年ま

でに適用するフェーズイン方式の現行規則案

をキ飛した。

　これに対しわが国は、このままでは次回

MSC72で本規則が採択されるために必要な

2／3以上の合意が得られない状況が想定さ

れ、VDRそのものが棄却される可能性があ

ることを説明し、第．．．段階では、新造の国際

航海に従事するRo－Ro旅客船に限定し、そ

の他の船舶については各国の判断で適用し、

その効果等の情報をもとにIMOでその他の

船舶への芋川について検討を続け、必要があ

れば新V章を改正する旨の決議を採択するよ

う提案した。その結果、提案そのものは採択

に付されなかったが、現行規則案に対するそ

の他の反対意見も踏まえ、過半数に満たない

ものの、わが国をはじめとする多くの意見と

して、国際航海に従事する船舶のうち①新造

の旅客船（Ro－Ro旅客船を含む）は［2002年

7月1日ユまでに②現存のRo－Ro旅客船は

　［2002年7月1n］以降の最初の検査までに、

③Ro－Ro旅客船以外の現存旅客船は［2004年

1月1「1］までに搭載すること、また、その

手写トン数3，0001・ン以．．ヒの貨物船への搭載

については反対である旨、および総トン数

3，000トン以．．ヒの貨物船への適用については、
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多くの支持もあることをMSC72に報告する

こととされ、総トン数3，000トン以上の貨物

船への適用についての規則案全体を［］付き

としMSC72での検討に付すこととなった。

規則案抜粋（仮訳）は次のとおり。

22規則：Voyage　Data　Recorder（VDR）

1　事故調査を補助するため、国際航海に

　従事する船舶は以．．．ドのとおりの基準で

　VDRを装備すること。

．1　［2002年7月1日］以降に建造される旅

　客船（Ro－Ro旅客船を含む）

，2　［2002年7月ユ日］より前に建造された

　Ro－Ro旅客船は［2002年7月ユ日ユ以後

　　の最初の検査までに

．3　［2002年7月1日］より前に建造された

　Ro－Ro旅客船以外の旅客船は［2004年ユ．

　　月1日］以前に

［．4　［2002年7月1日］以降に建造された総

　　トン数20，000トン以上の貨物船は［2004

　　年1月1［］以．前に

．5　［2002年7月1口］以降に建造された総

　　トン数3，000トン以上20，000トン未満の

　　貨物船は［2006年1月1「i］以前に

．6　［2002年7月1日］より前に建造された

　　総トン数20，000トン以上の貨物船舶は

　　［2007年1月1日］以前に；そして

．7　［2002年7月1日］より前に建造された

　　総トン数3，000トン以上20，000トン未満

　　の貨物船は［2009年1月1日］以前に］

2．航路指定および船舶通報制度

（1｝チリのlquique港およびPunta　Arenas港

　へのアプローチ用分離通航方式

　　原案どおりで承認された。MSC　72（2000

　年5月開催予定）で採択、採択の後6ヶ月後

　に導入予定。
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（2）ペルーのPAITA　BAY港、　PUERTO　CAL－

　LAO港、　PUERTO　SAN㎜IN港、およ

　びPUERrO　ILO港へのアプローチ用分離通

　航方式

　　原案どおりで承認された。MSC　72で採択、

　採択の後6ヶ月後に導入予定。

（3＞中国の山東岬（Chengshan　Jiao　PrQmon－

　tory）沖水域における分離通航方式と強制船

　舶通報制度

　　中国は強制分離通航方式を提案していたが、

　当該分離通航帯の設定海域付近は中国の領海

　外も含めると十分広く、分離通航帯を強制航

　行とした場合、領海外の自由航行権が阻害さ

　れることから、あくまで推奨分離通航方式と

　して、また、当該分離通航帯と川岸との問の

　沿岸通航帯が十分な水域が確保されていなか

　つたため、通航帯を北東方向にシフトする等

　修正を加え、特別通航規則の記載については、

　COLREGの10規則にすでに規定されている

　ことから削除し承認された。また、強制船舶

　通報制度については、一部通報内容、通報方

　法等について修正を加え承認された。MSC

　72で採択、採択の後6ヶ月後に導入予定。

（の　米国カリフォルニア沿岸沖の総トン数300

　トン以上の船舶および危険物積載船の推薦航

　路

　　米国からは、総トン数300トン以上の船舶

　に対する南北2本の航路、および危険物積載

　船の航路（南北同一）の提案がされたが、危

　険物積載船の安全確保のため、危険物積載船

　の航路についても同様に南北2本とする修正

　を加え承認された。MSC72で採択、採択の

　後6ヶ月後に導入予定、

㈲イギリス海峡およびドーバー海峡における

　航路標識（EC　1及びEC　3）の撤去とSAN－

　D町TIE灯船の灯質の変更

　　原案どおりで承認された。世界時間の2000

　年11月30日OOOO時に実施することを合意。本

　件についてはMSCでの了承を得て回章する

　こととした。

（6）総トン数150トン以上の船舶に対するキュ

　ーバ北方沿岸のMatanzasおよびCardenas

　間への目引水域の設定

　　原案どおりで承認された。MSC72で採択、

　採択の後6ヶ月後に導入予定。

3．航行安全設備および機器の性能基準

　性能基準とは、航行安全の観点からIMOに

おいて策定される航行安全設備の性能に関する

要件で、SOLAS条約第V章において規定され

る航行安全設備および機器については、その基

準を満足するものでなければならない。

　今次会合においては、次の航行安全設備の性

能基準案およびその改正案について承認された。

なお、本性能基準案の発効予定日は、改正HSC

コードの発効予定および改正SOLASV章の発

効予定にあわせて、2002年7月1日とされた。

（コ　高速船のための夜間暗視装置

　　High　Speed　Craft（HSC）の夜間衝突予防

　のための海面上障害物監視装置

（2）昼間信号灯

　　船舶の昼聞および夜間における船舶問およ

　び船舶および陸上との情報の交換に利用する

　信号灯

（3）船速距離計（性能基準の改正）

　　自動衝突予防援助装置（ARPA）の性能基

　準の改正に合わせて、対地及び／または対水

　で前方向の中速および距離情報を与える装置
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‘一一　一一例閨u一一7τ
　米国籍コンテナ船上が無くなる日

一団aerskによるSea　Landの買収一

　　　要船「許響竃城川三次郎．．．

．）

　デンマーク船社Maersk（マースク、　AP．

Moller）によるSea－land（シーランド）の買収

が発表された。手続き等が、順調に運べば、本

年11月にはMaersk－SeaLandと言う新しい船下

が誕生する事になる。一掃年の加kes（カナダ

資本のCP　Shipsに買収）、　APL（シンガポール

のNOLに買収）に続き、米国の歴史ある定期

船会社が外国企業に、またしても買収されるこ

ととなった。この結果、米国籍の定期船会社は

CrowleyやFarreUといった比較的小規模なも

のだけとなる。Sealandという同社の商号は買

収後も’Maersk－SeaLand斡として残ることとな

るが、世界で初めてコンテナ海上輸送を行った、

輝かしい歴史を持つ同社の買収は極めて感慨の

深いものがある。

　業界第1位の船社が5位の船社を買収するこ

とで、新しい’‘Maersk・Sea－Land”は運航船腹

量55万TEUを超える超巨大船社となる。（図表

一1参照）第2位のEvergreen（台湾）との差

が二倍以．ヒと言うガリバー的な規模の船社の誕

生は、その大きさのインパクトもさることなが

ら、アライアンスを主軸に進んできた定航海運

業．界の流れや米国の海運政策に様々な影響を与

図表一1

　　世界のコンテナ船、会社別運航船腹量

運航船腹量
舩　　　　社

隻　数 TEUs

Maersk－Sea一肱nd
226 550，000

Mae1－sk 156 341，115

P＆ONedlloyd
108

252，638

Evergree11 78
235，036

COSCQ 160 220，542

Sea－Lmd
85 207，993

MSC 119 199，658

APL 69 193，370

㎜
68

146，572

Hanji旦 47 144，327

MOL 64
125，913

ZIM 59
玉13，099

Hyundai 34
1工0，873

CMA・CGM
58 103，212

00CL 39 93，323

K－Line
46 93，257

Yangming 37 91，985

HaPP9・Uoyd
27 88，012

DSR・Senator
29

87，736

UASC 57 84，965

Cho－Yang
27 55，026

出所lLloyd’s　Maritime　Infolmation　Services

　　Data
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える事が予想される。

1，アライアンスに投じられた一石

・アライアンスの評価

　1998年の再編成を経て1年半。主要航路にお

いて各アライアンスは安定的に運営されている

ように見受けられる。意思決定に際してのメン

バー問の調整という面でやや非効率な面がある

にせよ、サービスレベルの向上を単独で行うの

に比べて格段に効率的・経済的に行うことを．口∫

能にしたアライァンスの利点は、そのマイナス

而を補って余りあるものがある。

　事実、本年5月に行なわれたアライァンス船

社主要／5社に対するアンケート調査（注）によ

れば、8割以上の船社が現状のアライアンス、

船社提携に満足しており、2000年においてもそ

こに留まるという見込みが表明されている。ア

ライアンスに対して’‘やや不満である”として

いる船社もその理由を見ると、運賃値．ドげ競争

が収まらないといった本来アライアンスに対’し

て望むべくもない部分への不満であり、総じて

の満足度は非常に高いと言えるだろう。

　発足後1年半の時点の評価としてはほぼ予想

通りのものとなったが、今後のアライアンスに

よるコスト合式化がどこまで浸透するかは、タ

ーミナル、システムの共有化やコンテナシャー

シの共同運用等、一歩踏み込むと後戻りできな

いハードルを乗り越える必要がある。この複雑

な利害関係を調整し得る信頼関係を今後メンバ

ー問で構築していく事が出来るかどうか、又、

その調整に耐え得る体力を各メンバーが維持し

ているかどうか、それがアライアンス路線を維

持発展させるか企業買収による統合へ進むかの

鍵となるはずである。

（注）海事産業研究所「最近の定航海運トピッ

　　クスに関するアンケート調査」

・E’ laersk・Sea－Land”誕生の意味するもの

　この文脈から今回の買収を見るとどうなるだ

ろうか。アライアンスに対する影響と言う面で、

この買収は大きな意味を含んでいる。

A．P．　Mollerの定航部門担当パートナーであ

るIb　Kruse氏は今回の買収を「我々にとって意

味のある自然な進化」と評したと報じられてい

る。（Lloyd　List，99．7．23）同社とSea－Landは

1996年以来アライアンスを結成、サービスの向

上とコストの合理化を追求して来たわけである

が、その延長線．ヒに噛然な進化として”今回

の買収があると言うわけである。

　アライアン．スに比べて、買収による単一の経

営体が意思決定のスピードにおいて勝っている

事は言うまでもない。又、前述の通り、ターミ

ナルやシステムの共有・共同使用等を通じての

コスト合理化、つまりアライアンス効果を突き

詰めて行くと、最終的には個々の会社の利害を

超えて設備の廃棄等を行う必要に迫られる局面

に遭遇する。これらの利害をアライアンス内で

どのように調整して行くかと言う点に関しては

極めて困難なものがあるのも事実である。

　今回の買収劇の理由としてSea－Landの利益

せんきょう　平成11年10月．号



率が親会社のCSXを満足させるレベルではな

かったという点や、Sea－Landが他のアライア

ンスに参加する船社に買収された場合のデメリ

ットを防衛するという面が指摘されている。し

かし、A．P．　Mollerとしてはアライアンスによ

る合理化を徹底するためにパートナー国社を買

収し、過剰設備の廃棄等に関わる極めて困難な

利害調整の壁を克服する事に最大の意義を見出

していると思えてならない。

・さらなる業界再編はあるか？

　今回の買収劇はアライアンスの限界を象徴す

るものであり、今後主要船串間の買収を通じた

統合化が進むと見るのはいささか早計ではあろ

う。NOLによるAPL買収の例を見るまでもな

く、買収に伴う莫大な有利子負債の償却はおし

なべて利益率の低い定航船社にとっては過大な

負担となり経営を圧迫する事が予想されるし、

国家を代表するような海運会社の買収にはさま

ざまな制約が考えられるからである。

　しかし、規制緩和が進展し企業買収に関する

制約や資金調達方法が容易になり、“Maersk－

Sea－Land”というガリバー船社の業績が好転す

れば、NOLのAPL買収後の苦しみを見て二の

足を踏んでいた主要目口が、買収による経営基

盤の強化を図る動きを見せる事は多いに予想で

きる。

　昨今の日本金融界の合併・統合化の動きを見

るまでも無く、グローバリズムの進展に伴う規

制緩和の動きは、企業の競争力・収益力の強化

せんきょう　平成11年10月号

を否応無しに迫るものとなった。従来、日本の

産業は厚い規制の壁に守られだ島国”の中で

成長してきた。その厚い壁により高コスト体質

が許されてきたために、これらの動きに出遅れ

てしまった感は舎めない。今後金融やエネルギ

ー部門の規制緩和の進展とともに，競争力強化

のための合併・統合は急激に進むものと思われ

る。

　日本の規制緩和がもたらした競争力強化のた

めの合併・統合の急進展を、ここで世界の定航

海四界に直接敷街するつもりは無い。しかし、

海運同盟と言う競争制限的なシステムが1984年

の米国海事法改定以来、徐々に弱体化し北米関

係の同盟においてはついには休止、解散を余儀

なくされてしまった大競争時代とも言われる現

在、高コスト体質の船社は淘汰され、買収・合

併により、より強力で高い収益力を獲得した企

業のみが生き残ると言うのも自然の流れではあ

る。

　ここ数年，世界の定航海運界はアライアンス

と言う戦略的企業間提携を主軸に、競争力の強

化を競ってきたわけであるが、そこからさらに

．一・ 燗･み込んだ今回の買収が、その流れに投じ

られる大きな一石となることだけは確かであろ

う。

2，米国海運政策に対する影響

　さて、アライアンスに対する影響はさておき、

今回の買収により、自国船保護のためにとられ

てきた、米国の海運政策が見直される可能性が

囮
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強くなってきた。

　米国籍船に対する助成措置の骨格を成すもの

は従来のODS（Operation　Di丘erential　Subsidy；

運航差額補助）に代わり、1996年に成立した

Maritime　Security　Act　of　1996に基づく運航補

助制度（Maritime　Securlty　Program；MSP）で

ある。運航補助制度は、自国船の外国船に対す

る競争力を確保し、有事の際に軍事目的に転用

できるの海上輸送能力の確保と自国船員の保護

を目的としたものである。運輸長官が認めた米

国籍船47隻に対して、王隻あたり年間約210万

ドルを支給する形になっている。

　一一昨年の18kes、　APLの買収に際しては、買

収後の新会社が米国に設立した船舶の保有会社

から船舶をチャーターする形で、運航補助を受

け取れる仕紐みとした。今回も、同じようなか

たちで新しい‘‘Maersk－SeaLand”は運航補助

を受け取ることを計画していると報じられてい

る9

　海事法の改定により、競争原理の徹底を定航

海運に追る・．一方で、安全保障の見地から運航補

助を自国船に対して行う米国の海運政策は、そ

もそも矛盾を含んだものである。競争原理の徹

底が結果的には新たな雇用を生み出すとする立

場に立ちながらも、雇用を確保するために補助

を行うことは原理的には相容れない政策である

からである。しかし、自国船が存在し安全保障

上有効であるとの認識がある限りは、その綻び

もそれ程目立つものではなかったと言えるであ

ろう。事実、湾岸戦争の軍事物資の輸送におい

て、米国商船隊の貢献は大きく評価されている

ところでもある。

　しかし問題は、今回の買収により、運航補助

を受ける47隻のうち半数以上の31隻が米国外の

船社によって支配されるところにある。新会社

によって運航される対象船が、米国籍を維持し、

米国船員を配乗しつづけたとしても、過半数以

上が外国船社に実質的に支配されている船隊に

より有事の際の安全保障は確保されるのか、疑

問無しとせずとの声が米国内で起きている。今

後、自国船とはなにか、安全保障上必要な輸送

力は如何にあるべきか、との議論が展開される

ことになろうと考えられる。

　日本と同様、米国においても海運に関する認

識はおしなべて低いようである。健全な財政と

好景気のおかげで、この運航補助やその他の保

護措置（内航海運の保護や造船資金の債務保証

等）はあまり国民的論議を呼ぶことは無かった。

しかし今回、Sea　Landという、ビッグ・ネーム

の船社が買収されることで、米国の海運助成制

度を始めとした海運政策が見直される可能性が

出てきたわけである。

　米国内における海運に対する認識、関心が高

まると言う面では好ましいことではあるが、そ

れが始まるのは米国籍の主要外航船社が実質的

に無くなる日であると言うのは、なんとも皮肉

なものである。
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石炭の需要増により

不定期船市況も堅調1こ推移

一電力業界の動向が今後の海運市場に与える影響について一

　本誌平成11年7月号では、電気事業連合会小泉氏執筆による「今後の電力需給

の動向と燃料」を掲載したが、そうした電力業界の動向が海運市場にどのような

影響を与えるかについて、㈱商船三井高橋義和石炭船部長に話を伺った。

（D　日本向け電力用海外一般炭の需要

　　動向

Ans　エネルギー源の中で石炭の地位を整理す

　　れば、他の電力用燃料に対する優位性とし

　　て、①豊富な埋蔵量、②経済性、③供給の

　　分散、④開発の容易性、⑤調達の利便性等

　　からして、特に石油と比較して価格の変動

　　が少ないということが考えられ、小泉氏も

　　その記事中でおっしゃったように、「化石

　　燃料の中で最も経済性に優れている」と言

　　えると思います。しかし、その反面環境特

　　性では、二酸化炭素排出量で石炭を10とす

　　ると、石油8、LNG　6と劣っているため、

　　環境問題との絡みで環境コストを幾等計上

　　しなければならないのか、そのコスト如何

　　により今後の計画に大きなインパクトを与

　　える要因になるのではないでしょうか。

②　石炭輸送の現状

Ans　世界のドライバルクの貨物別輸送量は表

　　1のようになっているわけですが、この10

　　年間の輸送量の伸び率を見ると、バルク貨

物全体が19％増となっている中で、一般炭

だけ見てみるとその伸び率は77％増と著し

い伸びを示しており、今後もこの傾向は続

くと思われます。その背景には、アジア地

域における石炭火力発電計画が、この数年

の通貨危機による経済の停滞で遅れはある

ものの、2次産品の生産が大きくアジアに

シフトしている現状、また、最近のアジア

表1世界のドライバルクの貨物別輸送量

　　　　　　　　　　　　　　　（百万トン1

GRAIN IRON
nRE

COKING
fOAL

続rEAM
bOAL

OTHERS TOTAL

1989 235．1 372．8 163．8 161．4 369．8 1，302．9

1990 226．8 351．5 164．3 180．3 364．9 1，287．8

1991 237．0 364．4 173．1 20Q．0 361．1 1β35．6

1992 239．3 331．5 163．5 211．9 366．8 1，313．0

1993
228．1 359．0 164．1 204．5 397．5 1，353．2

1994 226．7 384．3 164．5 22G．7 423．6 L419．s

1995 234．3 407．7 171．8 250．3 440．1 1，504．2

1996 232．1 396．2 172．3 264．2 441．7 L506．5

1997 241．3 433．6 181．7 275．2 453．0 1，584．8

1998 241．9 411．9 170．2 285．2 442．0 1，551．2

Sou【℃e；MSI

Note：Others　only　hlclude　cargo　carried　in　bulk．
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経済の立ち直りから、今後電力需要はます

ます大きくなると思われるため、特に安価

な石炭火力の選択は続くと考えられます。

　．．一方、欧州向け石炭輸送量が伸びる要因

は、各国政府の石炭業に対する公的助成の

削減による国内炭二一上昇により、電力用

燃料は、輸入炭にシフトするか、LNG等そ

の他の燃料になるかですが、ドイツでは輸

．入炭の増量を図っています。これはアジア

の石炭需要落ち込みの中でF．OB価格が低

下したオーストラリア炭の購入増に良く現

れています。

（3）電力輸送の主体

Ans　日本の電力業界における竃力用一般炭の

　　需要予想は、小泉氏執筆の記事（表2参照）

　　によると、COP　3（気候変動枠組み条約第

　　3同締約国会議）の京都議定書の（温室効

　　果ガスの削減）数値目標というファクター

　　を加味しておかなければなりませんが、

　　2008年度には1998年度推定実績の約5割増

　　しのおよそ8，200万トンとなることが予想

　　されています。

　　　電力炭は国内炭の競争力低．下のため、ほ

　　とんどは海外炭に依存せざるを得ないので、

　　新規の大型石炭火力発電所の立地は臨海と

　　なり、従って石炭輸送はそれぞれの港湾設

　　備に対応して行われます。

表2　所要燃料

　（10電力・卸電気事業者・卸供給事業者その他）

　　　　　年　度
增@別　．

1998年度
i推定実績｝

ZOO3 2008

行　　炭　（万t） 4，728 7，183
・，236i

LNG　（万t） 3，574 3，855 ・・7671

石　　油　（万kD 2，463 　　　LQ，604
2，547i　　　し

　主な発電所の最大入港可能船型は表3の

通りですが、基本的にはパナマックス型か

らエ50型で、90型が主力となるでしょう。

（4）船腹需給

Ans　安定輸送の確保と同時に経済性を求めら

　　れている電力業界にとって、また石炭火力

　　の電1源に占める比重が大きくなっていく中

　　で、今後石炭火力はこれまでのようなベー

　　ス電源だけでなく、ミドル電源、あるいは

　　ピーク電源（資料参照）的な役割を担う必

　　要が出て来ると思われます。そうなれば、

　　量の上で石炭の弾力的購入が必要となり、

　　引いてはそれが今までの中長期の專用船・

表3　最大入港可能船型

1

　　　　（MT　　LOA
c、～q’

@　　i！LT）1（M）

DEAM
kM）

DRAf「r

@〔M）

苫　　東
　　　　　」X万トン綴　　　　　圏

250．00 43．00 12．60

@　　i

能　代 89，999　　LT 240．00 43．00 12．72…

@　」
酒　　　田　　　75，500　　LT 230．00 36．0D lL80

　　　　　1
梶@馬い9・999 LT 240』D 43．00 12．60

原町1・・．999 LT 240．00
43．。・i】2，6・

常陸那珂 139，999 LT 280．0047，。oi 】6．30

七　　尾 92，785 LT 249．00143．00　　　　L 】2，．ア2

富1．1噺港 92，785 LT 280．QO　43．oo 玉250

敦　　賀 92，785
・Tl・8・．・・

43．00 12．72

碧　　南 9。脚IMT　25。．。。 43．oo U．80

三　　隅
89，gggiLT　235，00　　　　置

43．00 12．72

橘　　港 149，ggglLT　275，。。
47．00 12．72

竹　　原
　　　　ト

W8，000　MT　　240，00 43．0D
　　　…
P3・72「

松　　浦 149，999　　LT 280．00 ・17』0 16．30

松　　島　　86，068 MT 240．00 3＆00 14．00

苓　　北　　69，999 LT 225．00 32．00 13．00

具志川　　76，500 LT 23〔〕，00 36．00 12．72

石　11r180，000　MT 225．00 36．00 10．00
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）

専航船の比率を50％より低減させる可能性

が強くなると考えられますが、中長期の専

用船・専航船はこれまでと同様、今後も経

済性からしてトン当たりの建造コストが最

小となる各発電所の最大船型でカバーされ

るのではないでしょうか。

　また短期（1年以内〉のCOA（Contract

⑪fA缶eightment；長期船積み契約）及び

SPOTについては、その50％強がパナマッ

クスの市況でカバーされるとして、単純な

机．ヒの計算ですが、1998年度の電力用一・般

炭4，7QO万トンの50％が市況に出たとして

360航海、1隻で年間10航海輸送可能とす

れば、36隻が必要であり、2QO8年度の所要

資料：電源の組み合わせ（イメージ図）

ピーク供給力

ミドル供給力

べ一ス供給力

　　　　　0　2　4　6　8　1012141618202224時

電源設備を供給力の面から見ると、1）つねにほぼ

一定の出力で運転するベース供給力、2）需要の変

動に対応して稼働し、主にピーク時に必要な供給

を行うピーク供給力、3）両者の中間の役割を持つ

ミドル供給力、、の3つに大別されます。ベース
供給力には原子力、石炭火力、流母式水力、地熱を、

ミドル供給力にはLNG・石油火力を、ピーク供給

力には石油火力、調整池式・貯水池式水力、揚水

式水力をそれぞれあて、つねに安定した電力供給
を行っています。

〔出所＝電気事業連合会「電気事業の現状1998－1999P
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表4　バルクキャリア現有船腹量の推移

1995年末 1997年末 】．999年7月末

　船型

k．千DWD 隻
百万
cWT 隻

　’

D万cWT 隻
百万
cWT

lO－30型
R0．一・・50型

T0－80型

W0－100型

P00－150型

P50型以上

2，091

P，534

@s95

@　33
@252

@153

46．8

T8．6

T7．5

Q．8

R3．3

Q8．5

2，268

P，768

@980

@　47
@214
@261

49．6

U9．6

U4．7

S．1

Q9．0

S6．3

2，188

P，769

Dし帆7

@　41

@19工
@288

48．0

V0．4

U8．G

R．6

Q6．3

T0．9

計 4，958　227．5 5538 263．3 5，494 267．2

出所：DREWRY

燃料として見込まれている8，200万トンを

同じように計算すると、630航海、63丁目必

要となります。なお、世界のパナマックス

の船腹量の推移は表4の50－80型の欄の通

りで、市場としては十分成熟しております

ので、その時の市況如何にはよりますが、

適度な船腹の供給はあり、傭船料の高低は

別として、電力業界にとって安定的な船の

調達は可能と思われます。

　1999年7月末現在でユ，017隻のパナマッ

クスの．市場に、今後10年間の電力用一．一般炭

の需要が増えることによる27隻の需要増が、

傭船料率にどの程度の影響を与えるかは説

明が難しいところですが、この需要増以外

の要因の方が圧倒的に影響が大きいと考え

るのが順当でしょうし、全般の需給の分析

の中で説1月されるべきだと思います。

囮



囮

9
c
。
＾
ご
ミ
ミ
亀
9 ∈｝

．4礁便り

　本誌平成11年4月号で御紹介したトン数税制

が英国においても導入する事が決定しました。

大蔵大臣の命を受けたワンマン諮問委員会であ

るロード・アレキサンダーの答申書が提出され、

労働党政府がこれを受け入れる事を表明したか

らです。この答申書が発表された8月12日の英

国の海事関連業界は、一寸した興奮状態でした。

業界紙ばかりではなくタイムスとガーディァン

とかいった高級紙も「ここ20数年来の快挙であ

る」「船員出身のプレスコット副首相は海運界の

ヒーローとなった」或いは「英国海運のルネッ

サンスである」と言った調子です。ついには「英

国海運にとってヴァイアグラに相当するトン数

税制は一」といった記事も出る騒ぎです。

　英国船舶職員組合にいたってはロード・アレ

キサンダーを古のアレキサンダー大王になぞら

える程のはしゃぎぶりです。勿論それには理由

があって、既にトン数税制が導入されているオ

ランダやノルウェーと異なり、英国の制度には

この優遇税制を受ける場合、条件として自社船

に乗り組む職員15人につき1名の訓練生を3年

間に渉って採用する必要があるからです。英国

の場合、日本と違ってまず船社が訓練生を採用

し、その後商船学校に送りこむわけで、出社に

採用してもらわねば乗船笑習の機会もありませ

ん。船引に代わり、各種の団体が船員志望者に

奨学資金を提供する制度はあり、この場合この

団体が船社と取り決めを行い乗船研修の場も提

供します。いずれにしても「始めに採用ありき」

ですから、船社に採用を義務づけたのは組合に

とって大きな勝利と言えるのかも知れません。

　過去四半世紀の間に英国の商船は1600隻強、

5千万DWTからわずか250隻弱、230万DWTに

落ち込み、船員も亦6万人強から1万8千人組

となってしまい組合の危機感たるや相当なもの

があります。

　勿論商船学校や各種の教育訓練施設も訓練生

の増えるのは大歓迎で、過去数年間の訓練生の

減少により施設も縮小を余儀なくされていた為、

訓練生が大幅に増える事により受け入れが困難

になるのではないかと危惧されましたが、イン

タビューに応じたグラスゴー海事大学の学部長

は胸を張ってどんな御要望にも応じますと言い

ました。

　船主側はどうでしょうか。かつて運輸大臣と

共同でタスク・フォースの議長を務め長らくこ

の優遇税制導入のキャンペーンの先頭に立って

きたP＆0の会長であるロード・スターリング

はトン数税制導入のニュースを聞くや、支配下

にある50隻以上の外国籍船を英国旗に戻す、訓

練生も倍増すると言明しました。5Q隻の中には

プリンセス・クルーズの旗艦とも言うべき現在

世界最大のクルーズ客船グランド・プリンセス

号（109，000GT現在リベリア籍）も含まれてい

るとの事ですから、いやがうえにも興奮は高ま

りました。

　又、ジェームズ・フィッシャー・グループの

会長で昨年の英国船協の会長であったコップ氏

はトン数税制キャンペーンの先頭に立った人で

すが、トン数税制により来期の業績は大幅に改

善するとの見とおしを発表し、同社は絶対にト

ン数税制を採用すると言明しました。

　さて、冷静といわれている英国人をかくも興

奮させたトン数税制について少しみてみましょ

せんきょう　平成11年10月号
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グランド・プリンセス号

う。この税制については現在のところアレキサ

ンダー答申書しか出ておりませんので、これに

よる事にします。

　4月号でも説明しましたが、トン数税制と言

うのは、従来の法人税に換えて課税所得を運航

船舶のトン数をベースにした固定率によって決

めるもので、船社は営業利益やキャピタルゲイ

ンに関わり無く、その運航船腹の規模に応じ一

定の税を払う事になります。これにより船社は

長期的な経営田面を立てやすくなると共に、課

税率によっては相当な節税になるわけです。英

国で導入しようとしているトン数税制は今まで

最も成功した例と言われているオランダの税制

に倣ったもので、草案で提案されている課税率

は

　　純トン数　　　100純トン数／日当たりの課税所得

　　　1－LOOO

　l，001－10，000

　ユ0，001－25，000

25，001以上

となっています。

£0，60（約108円）

£O．45（約81円）

£0．3D（約54円）

£0．15　（糸勺　27FLJ）

　こうした数字に基づき船社毎に自社の長期的

な戦略をたて、トン数税制を取るか従来の法人

税を取るか決めるわけです。オランダの場合多

くの船社がトン数税制を採用しているといいま

す。

　このように熱狂的に迎えられたトン数

税制ですが、少し落ち着けばまだまだ細

部を詰めなければならない問題が出てき

ます。その一つが未払い償却（BALANC－

ING　CHARGE）の問題です。この取扱

いに関する明確な規則が出来ないと本当

に船社に有利になるかどうか判明しない

といいます。

　訓練生の採用の義務は英国で始めて取

り入れられたものですが、これは船主は

ともかく組合を始め海事関係団体のもっ

とも大きな目標であったわけで、訓練生

を増やし優秀な英国人船員の海技の伝続を継承

し、海事関連産業の世界のセンターであるマリ

タイム・ロンドンを支える入子を確保するとい

う大義名分があります。訓練生の採用は商船学

校における座学や乗船研修中の費用など船主が

負担するわけですが、訓練生の養成期間中は

Smartスキームと呼ばれる訓練補助費が政府か

ら支給されますし、この訓練生との契約関係は

養成コース終了時に満了し、その後は雇用の義

務はありません。しかし何といっても若い前途

有為な青年を採用して3－4年にわたって教育

訓練するわけで、雇用の義務が無いと言っても

教育訓練が終わればそれで終わりと言うわけに

はいかないと思われます。四人を採用し監督し

教育訓練を施すのも費用もかかれば管理の負担

もかなりあると思います。

　先目のICS（国際海運集会所）の理事会で、英

国の代表でピピーラインの社長が、トン数税制

を説明するにあたり、「この税制のthorny　point

（トゲ）は訓練生採用の義務である」と言ったの

が心に残りました。良心的であればあるほどや

はりいろいろな意味で負担にもなるのでしょう。

　ともあれ関係者の長年の熱意が実って英国海

運再生への道が力強く踏み出したのは喜ばしい．

事です。

　　　　　　　（欧州地区事務局長　赤塚宏一）

せんきょう　平成11年10月号 囮
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難　　板部から’番総浸水力｛賠さ縫・直ちに各
　　　　　　部へ総員部署配置を命じる。

　　　　　　　艦内通路を走って現場に行き、1番胎の右舷

　　　　　　側外板部に亀裂の発生を認めた。

　　　　　　　昨夜遅くなって、風波が一段と強まりうねりも高く

　　　　　　なったので、機関の回転数を落とし、船体の受ける

　　　　　　衝撃を少なくして安全運航に努めていた。

　　　　　　　いろいろ思い返すが、厚く頑丈な外板にひびが

　　　　　　入るようなことは考えられない。

　　　　　　　だが現実は、1番胎内に満々と水が入っている。

　　　　　　どうして、どうして、と疑問が空回り。

v〆〆〆〆〆〆

元大同海運・ジャパンライン船長南義光

「

し

　何はともかく、右舷側に破孔が発生しているの

だから、風とうねりの噛み付いてくる舷を左にする

べく、船首を右転させた。

　機関室にも現況を説明して，舵が効く最低の回

転数まで．下げて速度を落とす。

　甲板部には1番槍のビルジウェル（※）からの

排水が、可能か否かのテストを命じる。

　10年前に当社の鉱石積専用の巨大船が、同じ

海域で沈没したことも脳裏に蘇って来た。

　その当時、北太平洋の魔の海域と恐れられ、

SOSを発した船で、その後その海域で船影を見

ることはなかった、と伝えられていた。

　陸地では日本列島が一番近いが、北西から真

西に至る方向から吹き付ける風は、高波となり大き

なうねりとなって本船に襲いかかるので、脇目もふ

らずに前進するのは難しい。

　風波を船尾側から受け、船体衝撃を弱めて走

る方法がないこともないが、太平洋の全航程に近

い長距離を再び戻らなければならない。帰心矢の

如き乗組員の士気を殺ぎ取ることにもなりかねない。

　どの方法を採用するのが最良の途であるのか、

皆目見当が付かない。

　間もなく、胎内の海水のポンピング・アウトが可

能、と報告された。

　よし。その状態ならば、死滅へ引き摺り込もうとす

る悪魔と、吾々が信じ．吾々を加護して下さる善神と

の網引きは、ほんの僅かかも知れないが、善神の

霊力が優っているらしい。

　吾々は精神面でも一致団結して、人事を尽くし

て天命を待つ。それ以外に活路はないと腹を括っ

た。

　本社には事故発生とその後の状況の進展を逐

一報告し、航空機による救援を先延ばしにして貰

（

せんきょう　平成／1年10月号
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いながら、本船の自力航行に徹した。

　その後の調査で、1番膳右舷外板の溶接部

が水平方向に約7メートル切烈し、フォア・ピーク・

タンク（船主部バラストタンク）にも協約4メートル

破孔という鉤裂きが生じ、合計約800トンの海水を

呑み込んでいたことが分かった。

　よくぞ沈まなかったものだ。神のご加護以外に考

えられな．い。

　ここで船長が弱気を出しては罰が当たろう。

　高さ20メートルを越し波長200メートル前後のう

ねりの大時化の中を、本船のスピードを調整して、

うねりと本船の縦横動の周期とのバランスを取り、

衝撃を極小にするのは難しい。

　ジェットコースターに乗っているように、トットッ、トッ

トッとゆっくり上昇して行き、一番高い所で止まった

ような感じがした後、人間に恐怖心を起こさせ、そ

れを楽しむかのように、逆とんぼを打って下降する。

　コースターと違うのは、船はその下がり切った時

に大きな衝撃を受け、船体折損の危険を生起させ

ることであると共に、この運動の繰り返しが、いつま

でもいつまでも続くことである。

　その時点から先の船長の行動は、乗組員の興

味を痛くそそるものだったらしい。

　操舵室前壁の窓枠に両肘’を突き、双股を開い

て船体縦横動と衝撃に対して調子を取りつつ、前

方の海を一心不乱に見詰めているのだから。

　乗組員は代わる代わる船橋に顔を覗かせる。

　今朝は振り向いてもくれなかった。沈没の危険

が迫っているんじゃないか。

＼
舞

＼
舞
、

＼
．

。，。笑顔。。た．危険。去。た、い㌔　参

　今夜は食事を大分残した。又危なくなったらし

いそ。

　2日目には風の方も連吹に息切れしたか、一　　．＼

時期少・ばか・うね嚇・・な・たので、椅子・藩

腰掛けて仮睡した。15分目かりだったらしいが、船

長が休息を取るぐらいだからもう大丈夫だ、と宣伝

して回る者もいたと聞く。　　　　　　　　　　　　　：＼

　後で聞いた話だが、船長の一挙手一投足が、

乗組員の不安感に火を付けたり、生への希望を燃

え上がらせたりしたらしい。

　石に薔り付いても、船の沈没を避け、尊い乗組
員の命を守り、併せて貨物の損傷を少なくすること　　＝：嵐

に腐心した。2。甘酒顯に多く嫁族のいる　欝

ことは、一刻も頭を離れなかった。

　左舷側から風とうねりを受けて走るので、船首は

北海道を向いたり、千島を指したりもした。　　　　　　＼

…ね・・強さを見・反転し…尾か…か蓉

けられるように南下もした。

　広い太平洋を大きくジグザグ・コースを取りなが

ら、その時その時の時化の強弱を見極めつつ、少　　　、

し無韓菰議灘淵轟詮夢
着くことができた。

神のご加護とそれを支えた乗組員の士気の結集

昂揚があったればこそと感謝した．

（※ビルジウェルー船内に溜まった汚水を溜める船底部

　分にあるくぼみ）

せんきょう　平成11年1．0月．号



「船協海運年報1999」の刊行について
　当協会では、毎年、当．協会の業務活動報告を通じて世界およびわが国海運の動向を記録した「船協海運
年報」を作成しておりますが、今般、1999年版を刊行いたしました。
　1999年版では、新たに各章ごとの概略を示した「この章のポイント」（下記参照）というコーナーを設け
ております。

　ご希望の方は、当協会総務部広報室（TEL：03－3264－7181　FAX：03－5226－9166
　e・mail＝pub－G皿ce＠三saRet，orjp）までお問合せ下さい。

「船協海運年報1999」一口章別ポイソトー

1．海運政策
　・国際船舶への日本人船・機長2名配乗体制実現に向けて外国人’承認制度の具体的な運用方法が固まる。
　・当協会は国際的に同等の競争環境を実現するため、関係省庁に規制緩和を要望。

　・1999年度税制改正において、船舶の特別償却制度が現行のまま2年間延長。
2．国際関係
　・第8回アジア船主フォーラムを、当協会の主催にて、1999年5月24日に東京で開催。
　・外航般畝間協定に対する独禁法適用除外に係わる海上運送法の一部改正が、1999年7月23日より施行。
　・個別S／Cの締結を可能とするとともに、その内容を非公開とすることなどを骨子とする1998年米国
　外航海運改革法が、ユ999年5月1目より施行。
3．法務保険
　・船客の死傷等の場合の船主の賠償責任に関する強制保険制度等についてのIMOにおける検討の進捗
　　状況。

　・新アレスト条約が国連外交会議において採択。

4，物流システム
　・次期SEA・NACCS稼動予定日（1999年10月12日）が決定。
　・港湾関係諸手続きの電子情報化（EDI化〉の進捗状況。
　・国際貨物コンテナ所有者コードに係る国内登録機関事務局業務について。

5．港湾関係
　・米国行政府が発表した港湾サービスユーザーフィー制度法案に対し、CENSAを通じ反対を主張。
　・パナマ運河のパナマ政府への返還に先立ち、運河委員会との意見交換。
　・国政審が港湾運送事業の規制緩和に関する最終答申。

　・1999年5月28日、FMCが日本の港湾慣行の改善を促すために邦船3社に課していた制裁措置規則を
　　撤回。

　・港湾審に「経済・社会の変化に対応した港湾の整備・管理のあり方について」が諮問。
　・秘教審が1999年7月より横浜港σ）強制水先対象船型（除危険物船）を3，000トンに引き上げる旨の中問

　　答申。

6．海、ヒ安全と環境保護

　・東南アジア海域を中心に組織化、武装化及び凶悪化した海賊事件が多発。
　・1998年8月31日、北朝鮮が弾道ミサイルを発射。当協会は、運輸
　大臣及び外務大臣に対し再発防止の要望書を提出。
　・1998年10月22日、京葉シーバースで官民合同流出油防除訓練を実

　施。
　・船底塗料やバラスト水管理規制などの環境問題に関する検討進む。
　・経団連環境自主計画にCO　2削減目標10％を提出。

　・コンピュータ2000年問題がクローズアップ。

　・1999年2月1日からGMDSSが完全実施。
7．船員労働
　・ホワイトリスト審査（1995年訂CW条約）の進捗状況。
　・安教審が船員教育内容に関し、甲機両用教育の廃止等を盛り込ん
　　だ中間答申。

　・1998年5月27日、船舶職員法の一部改正法が公布。
　・船中労に、国際船舶制度に係る船員関係法規の…’部改正が諮問。

8．内航海運
　・1998年5月に導入された解撤等交付金制度と建造等納付金制度を
　　柱とする「内航海運暫定措置事業」の進捗状況。

9．調査および広報
・各国の定航大手出社を対象とした海運経営者マインド調査を実施。爺：．．
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海運 　　曇士日　　口心

τ日　運輸省は、航船社の運航する外航船舶に

　対する海賊襲撃事件防止策を検討する官民

　対策会議の第3回会合を開催した。会合で

　　は、当協会が策定した海賊被害防止対策の

　　指針等について話し合われた。

　　（本誌平成11年8月号P．2シッピングフラ

　　ツシュ参照）

2日　運輸省は、学識経験者らをメンバーとす

　　る「国内旅客船運送事・業サービス問題タス

　　クフォース」の初会合を開催し、海上運送

　　法改正後の運賃制度のあり勲等について意

　　見交換を行った。

6日　運輸省は、今年8月分の新造船建造許可

　集計を発表した。それによると、国内・輸

　　出船合計で18隻・57万9000総トンで、前年

　　同月に比べ、10隻減、総トン数は61，2％減

　　とそれぞれ減少した。

16日　当．協会は、環境対策特別委員会の初会合

　　を開催した。

　　（P．2シッビングフラッシュ1参照）

24日　IMO第45回航行安全小委員会（NAV45）

　　が9月20日からロンドンで開催され、SO－

　　LAS条約第V章の全面改正案等が審議さ

　　れた。

　　（P．6海運ニュースー国際会議レポート参

　　照）

誌9月

28日　運輸省および当協会をはじめとする海運

　　事業者団体等が参加する「船舶運航に関す

　　る2000年問題対’策官民連絡会」の第3回会

　　合が開催され、わが国海運業界における同

　　問題への対応はほぼ完了し、航行安全確保

　　に支障のないことが確認された。

28日　運輸省は、内航海運活性化事業推進委員

　　会の初会合を開催した。いわゆる「モーダ

　　ルシフト」を進める際の具体的な課題や改

　　善策の検討をするため、実態調査を行うこ

　　とを決定した。
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パンフレット「SHIPPING　NOW　1999日本の海運」の刊行について

　当協会では、毎年、日本の海運の果す役割と重要性を広く一般に理解いた

だくための広報パンフレット「S田PPING　NOW　日本の海運」を発行して
おり、今般、1999年版を刊行致しました。

　このパンフレットは、わが国の経済と暮らしを支えて活躍する日本の海運

の姿を写真やグラフを主体に分かり易く説明・紹介したもので、オピニオン

リーダー層を中心に幅広い配布を予定しております。

　ご希望の方は、当協会総務部広報室（TEL：03－3264－7181　FAX：03－5226

－9166e－lnail：pub－of匠ce＠lsan醜oLlp）までお問合せ．．ドさい，

　なお概要（本文の・一部抜粋）は以．．ドの通りです。

　「SHIPPING　NOW　1999日本の海運」一概要（本文の一部抜粋）一．一
●［豊かさの原点を支えるシーロード］　地球社会と調和する2］世紀の海
運を目指して
　．海の道を通じて運ばれる貨物の量は膨大です。／998年の世界海上荷動
ぎ量は50億7．000万トンに上ります。さらに周囲を海に囲まれた日本の場合、エネルギーや食糧、工
業原料などほとんどの貿易物資が船で運ばれ、その里は8億3．1］2万トン、世界の海上荷動ぎ量の
16．496に達します。……
●［暮らしを運ぶ］　船が支える生活輸入大国日本
　・・食料品以外で1う、繊維原料の綿花や羊毛は100％が輸入依存。建材や紙の原料の木材も約80％を
輸入しています。化学繊維やプラスチックの原料の石油もほぼ］00％が輸入依存です。衣料品から家
庭用品、本やノート、マイホームまで、その原料のほとんどを私たぢは輸入に頼っているわけです。

●［エネルギーを運ぶ｝　産業と暮らしの血液を運ぶ海のパイプライン
　・・多様なエネルギーをバランスよくミックスし、限りある資源をより有効に活用することは、21世
紀に向けての私たちの大ぎな使命です。日本の海運はそうした要請に応え、LNG、　LPG、石炭、石
油製品など多様な輸送ニーズ［こ対応する新鋭の専用船を整備し、高い信頼性と安定した輸送力で、産
業と暮らしの血液とも言うべぎ日本のエネルギー供給を支えています。
●［産業を運ぶ］　国際分業の時代を支えるグローバルネットワーク
　・こうした変化を背景に、近年、海運に対してよリグローバルでぎめ細かなサービスの実現が求め
られています。それは原料・部品の調達から生産、販売、さらに最終消費者まで、物と情報の流れを
トータルにシステム化し、必要な物を必要な時に必要な場所へ確実に輸送できる、海運を中心に統合
された高度な物流システムの実現です。．
●［日本の海運の現況と課題］　日本商船隊の国際競争力強化をめざして
　　・そうした動きを通じて、近年、日本商船隊の中核を占めるようになったのが、日本の海運会社が
海外子会社を通じて外国籍の船を所有し、それを運航する形態　　いわゆる仕組船です。こうした船
舶は、国際水準のコスト競争力を確保しつつ、メンテナンスや胎員の配乗など運航箇理面において日
本籍船と同様の信頼1生と安全性を実現しており、日本商船隊の国際競争力強化の面からも、またわが
国の暮らしと経済に対する安定した輸送力の供給という面からも大きな意義をもっています。・
●［地球環境との共存を求めて］　環境に優しい安全な運航を目指して
環境負荷の軽さという点からみて、船は最も優れた輸送機関です。海洋という天然の輸送ルートを使．
う船は、道路や線路を必要とする陸上輸送機関のように、自然に手を加えることをほとんど必要とし
まぜん。また一度に大量の貨物を運ぶことで、単位貨物当たりのエネルギー消費量は極端に少なくて
済みます。これは同時に単位貨物当たりでみた場合の窒素酸化物や二酸化炭素の排出量も相対的に少
ないことを慧味します。……入類のかけがえのない資産である海との共存　　2泄紀に向かう地球社
会の一員として、環境に優しい安全な運航を目指し、日本の海運はこれからも大ぎな努力を注いでい
ぎます。

●［内航海運の活躍］　日本列島を結ぶ吻流の大動脈
　　輸送トンキロ（輸送量x距離）でみれば、わが国の国内貨物全体の4296が内航海運によって運ば
れ、そのうち80％以上が石油温品、非金属鉱物、金属、セメント、砂利・砂・石材、機械、石炭とい
った産業に不可欠な品目によって占められています。その活躍ぶりは、まさに日本の暮らしと産業を
支える国内物流の大動脈と言うにぶさわしいものです。．．．．．「「

●［ニューテクノロジーへの挑戦］　先端技術が切D開く2］世紀の海運
高性能マリンレーダーやECD［＄（電子海図情報表示装置）、自動航行機能をもつオートパイロット、
航海情報と警報をグラフィック画面で集中監視するブリッジモニター一一多彩な装置群を人間工学的
に配置したBS（統合ブリッジシステム）には、最新の電子技術やコンピュータ捜術によってインテ
リジェンス化された高度な航行支援機能が満載されています．・．．．．・

●［日本猿船隊の安全と信頼を支えて］　日本商船隊の高度な海技を世界に伝える
　　・そこでクローズアップされてくるのが、El本商船隊の信頼性を支える優秀な外国人船員の育成で
す．近年、そうした観点から．日本の海運企業が海外で船員訓練施設を運営する動ぎが活発化してお
り、さらに国際的な船員不足に対応して、日本を始めとする先進海運国が、中国や1日ソ連圏に船員供
給のルートを拡大する動きもみられます。……
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9月の定例理事会の模様

（9月22日、H本船主協会役員会議室において開催）

会員異動

○退　会

　平成11年8月31R付

　　有村産業株式会社（京浜地区所属）

　平成1工年9月22目現在の会員数121社

　　（京浜地区所属78社、阪神35社、九州8社）

政策委員会関係報告事項

1．第5回日台船主協会会談について

　（P．4シッビングフラッシュ2参照）

港湾物流委員会関係報告牛蝿

1，米国港湾サービスユーザーフィー制度につ

いて

（1｝HSF法案は、本年5月26日号、．．ド院に上

　程されたが、その後審議は進んでいない。

　米国0）荷主団体やEC等、或いは国会議員

　　も法案に強く反対しており、IO月29日に閉

　会となることもあり、年内に成立する可能

　性は極めて低い、と考えられるが、米国行

　政府が利用者負担との基本方針を明らかに

　　している以上、船協としては、現在行なつ

　　ているCENSAを通じての反対運動を基本

　　にしながらも、更に、様々なチャネルも使

　　って、粘り強く活動を続けてゆく必要があ

　　る。

　（2｝回船祉／船主協会の木件についての従来

　　からの基本的スタンスは二

　　①港湾は、物流インフラの根幹として国

　　　家・地域経済の発展に資する公共財産で

せんきょう　平成ll年10月号

　あり、費用については、基本的には国家

　予算から全額充当されるべきである。

②HSFは、米国における水路・港湾の

　凌漂、開発、運営、維持管理の莫大な投

　資や費用を、国際商船運航会社に負担さ

　せようとするものであり、船社経済に大

　きな影響を及ぼすのみならず、自由貿易

　を阻害するものである。

　　というものであるが、今後、運輸省（外

　航課）などとも歩調を整えてゆくことや、

　米国通商代表部（東京）などに対し、反

　対の意思表明を展開してゆくことを想定

　して、上記「基本的スタンス」を確認し

　つつ、

③　真のユーザーフィーの在り方について、

　ユーザー等の意見を聴き、慎重な議論を

　するよう、強く要望する。

　　ということを明示しながら反対を続け

　てゆくことについて現在、事務局にて、

　検討中である。そもそも、ユーザーが負

　担すべき料金というものは、極めて限定

　的であるべきであり、ユーザーである船

　社にとっての、最大限負担可能な範囲等

　について、フィーの使途、負担者の妥当

　性等についての議論ぬきの立法は断固受

　け入れられない、というものである。

　　尚、③についての、より具体的な議論

　の内容については、今後、CENSAやEC

　の意見も踏まえ、邦船町等の意見の集約

　をはかってゆくこととしたい。

執務委員会関係報告事項

1．海賊防止対策について

（本誌平成11年9月号P．6シッビングフラッ

シュ参照）

工務委員会関係報告事項

1．2GOO年問題への対応について



環境対策特別委員会関係報告事項

1．第1回会合（幹事会合同）の開催

　（P．1シッビングフラッシュ1参照）

2．経団連環境自主行動計画への対応について

　経団連では、地球温暖化問題等への取り組み

として、各業界団体による環境自主行動計画を

取り纏めており、毎年見直しが行われている。

本年は第2回目の見直しとなるが、政策委員会

および工務委員会では、これに対応するため、

昨年同様、会員会社に対し運航船舶における燃

料消費量等の調査を実施した。その結果、昨年

度と比較して輸送貨物量が若干減少し、燃料消

費量が微増となったものの、1990年度に対する

1998年度の輸送貨物量（トン〉当たりのCO　2

排出量は10．1％減であった。

　当協会は、1990年度に対する2010年度の輸送

単位当たりのCO　2排出量を10％削減する目標

を同自主行動計画に盛り込んでいるが、この検

証や解析を行っていくためには、継続的に各種

データを蓄積していく体制を確立する必要があ

ることや、輸送単位の指標に「トンマイル」を

用い輸送効率の面で実態を反映できるようにす

るため、当業界としての今後のデータ収集方法

や調査項目の内谷等について、関係委員会・幹

事会において早急に検討することとしている。

海運関係の公布法令（9月）

㊨外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行

　　規則等の一部を改正する省令

　　（運輸省令第41号、平成11年9月30日公布、

　　平成H年10月1日施行）

国際会議の開催予定（11月）

IMO第21回総会

　n月15～26日　ロンドン

ASF船員委員会第5回中間会合

　11月22～23日　ホーチミン

ASF第6回航行安全委員会

　ユ1月29ロ　ジャカルタ

「ナビオス横浜」がオープン

　本年10月9日、横浜の「みなとみらい21」新港エリアに、横浜国際船員センター「ナビオス横

浜」がオープンしました。

　このナビオス横浜は、国際化著しい船員労働環境をとりまく今日的要請に応え、全ての国の船

臨NAVIOS　YOKOHAMA

員が廉価で利用できる施設として、当協会をはじめ、

神奈川県、全日本海員組合等の支援のもと、㈲日本

船員厚生協会が横浜市との共同事業として完成させ

たものです。

　愛称の“ナビオス”は、ポルトガル語のナビオ＝船

とオアシスの合成語で、広くたくさんの方々にご利

用頂ける場として、親しんでもらえるようにとの思

いが込められています。（一般の方も利用できます）

施設概要：シーメンズクラブ（バー・ラウンジ）、和・洋

　　　　］35室、会議室、宴会場、レストラン

場　　所　JR桜木町駅より徒歩8分
ご予約・お問合ぜ先：045－633－6000

（

せんぎょう　平成11年10月．号



せんきょう　平成ll年10月号



　　　　　　　灘　 塩?^系充言十　　 5　，　．、　一　　 ご「．．皿　　　再、、L－「．．甲■

1，わが国貿易額の推移 （単位：10億円）

年　月
輸　出 輸　入

入府出超

前年比・前年同期比（％）

（FOB） （CIF）

輸　出 輸　入

1980
29，382 31，995 △2，612 30．4 32．0

1985
41，956 31，085 10，870 4．0 ▲　　3，8

199Q
41，457 33，855 7，6G1 9．6 16．8

1995 4L530 31，548 9，982 2．6 12．3
1997

50，937 4σ，956 9，981． 13．9 7．8
1998

50，645 36，653 13，911 ▲　　o．6 ▲　　10．5

1998年8月 4，014 3，121
892

2．0 ▲　　3．0
9

4，597 3，054 1，542 3．9 ▲　　9．1
10

4，381 3，015 1，366 ▲　　5．7 ▲　14．8
11

3，682 2，789
893

▲　12．8 ▲　ll．8
12

4，129 2，714 1，4工5 ▲　ユ2，2 21．7

1999年1月 3，451 2，692 759 ▲　10．6 ▲　22．0
2

3，594 2，657
937

▲　12．2 ▲　　5．7
3

4，305 2，995 1，310 ▲　　6，2 ▲　10．6
4

4，023 2，979 1，0頑4 ▲　　7．4 ▲　　4．6
5

3，561 2，733
828 ▲　　ll．9 ▲　　3．2

6
4，096 2，918 1，178 △　　5，7 ▲　　6．8

7
4，219 2，970 1，249 ▲　　7．5 ▲　　8．6

8
3，738 3，036

702 ▲　　6．9 ▲　　2．8

2　対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）

年　月 脚欄 最高値 最安値

1990
144．81 124．30 160．10

1993 ユll．19 100．50 125．75
1994

102．24 96．45 109．00
1995

94．06 80．30 1〔〕4．25

1996
108．79 98．05 110．31

1997
121．00 ／11．35 131．25

1998
130．89 l14．25 14．7．OO

1998年9月 134．59 131．05 139．80
1o

121．30 工14．25 136．75
11

120．58 115．30 123．65
12

117．54 115．30 122．70

1999年1月 U3．18 110．35 l16．20
2

116．66 112．15 121．75
3

119．78 117．45 123．35
4

l19．81 117．95 121．95
5 122．ユ／ 120．15 124．32
6

120．90 118．12 122．20
7

119．86 115．20 1．22．65

8
l13．40 110．82 l15．60

9
107．57 lO4．48 110．93

（

（注）　通関統．計による。

3．不定期船自由市場の成約状況 〔単位：千M／T）

区分 航 海 用 船
，．圏P

周期 用母｛㌃

A　　．計 連続航海
シングル

（品　目 別 内　訳）

年次

口　　　　　lr

航　　海
穀物 石炭 鉱石 　　　　「Xクラガ 砂糖 肥料 その他 Trip Period

1993
172，768 8，470 164，298 56，033 42，169 59，167

408
2，353 3，357 811

108，546 26，003

1994
180，978 11，264 169，714 44，993 44．，251 68，299 2，634 3，477 4，430 L630 176，407 46，876

1995
172，642 4，911 167，731 48，775 52，371 57，261 1，526 1，941 5，054

803
154，802 49，061

1996 203，407 2，478 200，929 54，374 69，509 66，539
898

3，251 5，6Q1． 757 144，56．1 29，8／5

1997
195，996 2，663 193β33 46，792 67，192 66，551 王，069 3，724 アβ12

693
160，468 43，240

1998
186，197 1，712 184．，621 41，933 69，301 64，994

836
3，800 2，499 L280 136，972 24，700

1999　1 15，953
430

15，523 2，8逓3 8，269 3，751
74 305 100 181 1．／，843 1，632

2
16，103

0 ／6，103 3，246 6，794 5，544
110 227 62 120

12，167 2，146

3
12，092

0
12，092 2，739 4，524 4，374

0 247 79 129
13，860 4，963

4 1／，149
25

11，124 2，451 3，793 4，357
0

／83 340 Q
12，153 2，5．75

5
10，200

o 10，200 2，87S 3，512 3，446
0 130 182 52

9，512 2，041

6
11，616

D
11，616 2，51ユ 3，672 4，944

O 262 105 122
11，112 L419

7
14，862

o
14，862 3，30D 4，515 6，538

0 241 268 0
13，944 2，807

8
9

10，474

P2，268

127

@0
10，347

P2，268

1，996

P，766

4，198

S，538

3，620

T，528
o
o

360

Q42

113

P94

50

B
i

llO，669

@　14，098

8，523

R，209

〔

〔注）①マリタイム・リサーチ社資料による。②品目別はシングルものの合計。③年別は暦年。

せんきょう　平成11年10月号
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原油1ペルシャ湾／「1本・ぺ評レシャ湾／義脚

1
5D

1αQ
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」ペルシャ湾／欧米

1

0

1ヨ94劇
L995 1996 恥997 旧ge 19肥

150

100

50

0

ドル｝

穀物 〔ガルブ／lil本・北米西岸／「1イく・ ガルフ／西欧）
〔ド1の

葡45

4040

ガルフ／日本

距35

釦3D

2525

北米西岸／日本

2D20

ノ＼
ノ　　　　1

@　　　ト t
15

ヨ5
〆

　／
^
／

、　　　
）「、、

1＼

@＼「 r 1010

　
＼

ガルフ／西欧
5 5

o0

旧94畳年1 盲曲5
1996 旧97

1999 1999

4．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）
1

ペルシャ湾／日本 ペルシヤ湾／欧米｛

月次
1997 1998 工999 1，997 1998 1999

1
最高 最低 最高1 最低 最高 最低 最iil訓 最低

目．了二」」

謇 最低 最高 最低

1　　1 66．25 62．0σ 62．00 50．OO 67．50 60．ア5 56，51） 52．OO 52．50 ．42．50 62．50 51．00
ワ　1

c　E
66．50

U9．OO

58．59
T8．00

69．oo
W2．0σ

60．00
U．ア．50

72．50
V0．00

59．50
T1．00

52，5D
Tア，51）

47．50

T0．5D

60．OO

U7．50

45．00
T5．00

65．oo

U2．50

5D．　QO

S2．．50

4
67．50 46．50 72．50 65．OO 45．00 35．00 52，51） 45．OO 72．50 55．00 40．00 33．50

5
72．50 61．50 87．50 69．QO 42．5Q 37．75 59．5〔〕 45．QO η．5G 69．00 47．50 33．50

6
76．50 65．50 75．DO 62．50 62．50 45．00 60．OD 52．50 7ア．50 56．50 55．00 37．50

7
86．75 68．50 82．50 ア4．75 38．

oo 65，OI） 50．00 72．50 65．00 45．00 36．75
8

94．00 85．00 80．OO 60．00 40．00 36．00 67，51） 65．00 68．50 52．50 45．00 36．00
9

94．50 72．50 60．00 44．00 52．50 45．75 70．σD 60．00 56．00 40．00 52．50 43．00
10

100．00 89．00 62．50 52．50 77．5D 70．00 55．00 51．50
11

82．OO 75．00 52．00 47．50 65．OO 53．75 44．00

1ワ 75．00 49．50 62．．75 48．00 162．5D 4．2．50 56．50 43．75

〔注〕 ．①．日本郵船調査グループ資料による。 ②単位はワールドスケールレー ト。 ③．いずれも20万D／W 以上の船舶によ
一

）．

　　　　　るもの。　④グラフの値はいすれも岐高値。

5，穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧） （単｛立’ドル）

ガルフ／日本 北米．西岸／日本瓦 ガルフ／西欧

月次 1998 1999 1998 1999 L998 1999

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 ．最高　　最低

1
21，25　19．00 16．OO　l3．25 ！1．50　　9，00 9．15 10．75　　9．00 9．50　　9．00

2
1．9．OO　l6．50 1ア．OQ　l4．25 8．75 一 7．90　　7．50 　3
19．50　17．50 18．00　15，25 12．85　11．50 10．75　　9．30 6．75 一4

． 20．OO　16．00 1．8，35　14．25 一 一 　
9．50

5
17．OO　t5、50 2Q．50　16．5Q ．一 一 10，50　　7．50 一6
15．35　13．70 17．60　15．50 一 一 一 　

ア 14，00　13．OO 18．50　16．OO 9．75 10，9：5　10，80 一 一8
13，00　12．50 20．50　18．6D 『一 一 一

12．00
9

12．75　12．70 20．10　19．85 一 一
8．50 　10

一 一
8．75

1．1 13，75　12．75 一 8，75　　7．5D
ユ2 12．85　12．25 一 8．50　　6．75

（注〕　①．日本郵船調査グループ資判．による、，．

　　　　．◎．．ゲラフのイ直はいずれも．最高値ぐ

②いずれも5万DAV以」二S万D〆W未満の船舶によるもの。

せんきょう　平成11年10月号



　　石炭いンブトンローズ／且本レ鉄鉱石1ッバロン／円本・ツバロン／西［蝋｝
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凡
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へ＼　！一�

　　　　、　　　　　　ず、

@ヘ　へ�
　　　！㌔
m＼～�

　　ヤ　申型�

！�
A　
@＼　
@　、　　　噛

　　VLCC�

99削筒 995 996 997
99日 き9

0α

田

5D

0D

50

m

0 〔

．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧） 単位　　 ル）

ンプトンローズ／日本（石炭）� バロンノ日本〔鉄鉱石）� バロン／四欧〔鉄鉱石）

次� 998� 999� 998� 999� 998� 999

高　　最低� 高　　最低� 高　　最低� 高　　最低� 高　　最低� 高　　最低
� � 「一� � � ．50� ．30　　3．50� � � � ．「 ．80　　5．25� ．40　　3．75�

．75� � 一� � � 且．45　　3．45� � � ．� � ．25　　3．95� ．OO　　3．50� � � � � ．70　　4．15� ．05　　4．60� � � � 」� ．30� ．10　　2．20

� � � � � � 一� � ．25� ．5D� ．85� ．80　　3．25� ．70　　4．40�
．50� � ．55� � ．00� ．200� � � 　一�1� � ．50� �2� � � ．15�

注〕� 日本郵船調査グループ資料による。③
Oラフの値はいずれも最高値。�

いずれも10万D〆W以ヒ15万D〆W未満の船舶によるもの。�

，タンカー運賃指数

　　　ン　　　カ　　　一　　　運　　　賃　　　才旨　　　数�

次� 997� 998� 999�
LCC�

型�型� ・D� ・C� LCC�
型�型� ・D� ．1・C� LCC�

型�型� ．1・D� ・C
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
�

7．35
X．15
W．46
Q．05
Q．36
R．46

R．87
O．38
R．47
U．28
X．57
S．3�

07．21
P4．ll
n9．11
P9．71
P0．41
P0．91

O7．21
O0．41
P0．61
P3．91
P4．91
P0．6�

65．61
U4．．11

T5．92
O1．31
W2．01
W2．61

V2．51
T9．91
S8．l1
T2．61
U6．51
R8．9�

88．41
X8．12OL41
X3．91
W1．22
O3．D1

W5．51V621
V9．51
W1．61
U4．61
W0．1�

33．82
T5．82
R7．72
Q3．42
P3．72
O2．81

W121
V5．71
V0．31
U3．91
S9．61
W4．0�

5．35
S．66
W．67
Q．47
O．37
T．27

S．27
T．36
O．34
V．25
S．04
W．6�

．10．41

O4．．89

U．71
O6．19
P．89
W．21

O4．89
X．68
W．97
X．28
Q．48
W．2�

50．31
S2．／1

R2．91
S5．71
Q2．11
P9．81

R6．31
Q9．21
QQ．21
O7．21
P7．0／

P9．8；�

40．71
T4．51
S6．51
U0．61
T6．61
V0．81

U7．41
U8．01
U5．41
T8．31
S6．ア1

R3．3�

75．01
V1．41
V5．51
U1．91
T5．．11

T2．01

U0．91
T9．71
T2．31
T1．31
U0．91
W2．3　　　　「�

3．55
W．76
Q．24
W．83
V．84
O．74

X．4．4

Q．3�

1．29
T．89
Q．19
R．98

W．138
T．87

T．77
S．3�

1．16．81

R8．01
P3．81
R6．7］

D28，21

Q1．41

Q4．01
P2．9�

50．01U121
U4．31
U7．51
V6．62
O9．91

X6．31
U0．0�

98．91
U5．71
T9．31
S4．21
T8．31
T7．31

U4．51
T9．1

均� 7．5� ．IO．8� 65．8　186．1．� 99．3　　　63．O　l　95．9　1128．5　1ユ55．7　1163．1� �

注〕①ロイズ・オブ咽ンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナル�

ロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年11月に合併）②タンカー運賃はワールドスケールレート。③タンカー運賃
数の5区分については、以下のとおり　④VLCC：15万トン以上　鷺中型：7万～玉5万トン　蓉小型；3万～7万
ン　㊤H・D＝ハンディ・ダーティ＝3万5000トン未満　鎗H・C＝ハンディ・クリーン＝全船型。

んぎょう　平成11年10月号
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、レー＼　　ヂ　　一
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（1965、7～1966．6＝100｝

2DD

狽T0

P00

T0

O

旧鮪1
1995 1日略 吐99？ 死9鵠

1999

Io⊃□

万口脚

即

㎝

4DD

隅

係船船腹

、994鶴 、田5 鴨魅 、99フ 、鵬 、珊

8．貨物船用船料指数
，1

貨物 船航海 用船料 指．数 貨物 船定期 用船料 指．数
月次　　　i

1994 1995 1996 1997 1998 1999 1994 1995 1996 1997 1998 1999

1
189．0 234．0 207．O 209．0 ユ89．0 166．0 327．0 358．0 380．3 347．0 277．O 231．0

2 185．0 227．0 202．O 197．0 ／86．0 170．0 320．0 358．O 386．6 332．0 254．0 229．0
3

185．0 229．0 192．0 ユ99．o 171．0 169．0 324．O 366．0 339．4 341．0 260．0 219．0
4 ig8．　o 243．0 192．D Uη．O 173．o 172．D 31．0．O 377．0 363．0 354．0 262．D 221．0
5 191．0 245．0 196．0 上90．0 173．0 173．0 318．0 402．O 350．0 342．0 262．0 238．0
6

198．0 239．0 195．o 184．0 175．0 176．0 334．0 390．O 339．0 326．0 292．0 238．0

7 198．0 230．0 186．0 183．0 167．O 179．0 320．0 426．O 339．0 338．O 266．0 226．0
8

2Q2．0 2．18．Q 189．Q 196．O 165．G 178．0 36G．o 391．．o 289．G 3呂。．G 2玉G，0 233．G
9

208．0 220．0 186．O 190．0 164．O 349．0 364．．0 293．O 327．0 208．0
10

212．0 221．0 176．O 191．0 165．0 333．0 355．0 294．o 316．0 222．0
11

2ユ2．0 198．0 188．0 189．0 170．0 363．0 344．2 323．0 290．0 231．0
12

219．0 209．0 211．0 186．O 168．0 367．0 374．7 323．O 294．0 232．0

平均 199．8 226．1 193．3 192．6 ：1．72．1 ヒ 335．4 375．5 334．9 32s．1 245．5

（注）．①．ロイズ・オブ・ロンドンプレ．ス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナ

　　　　ルはロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年／1月に合併｝②月rL海用船料指．数は1965．ア～1966．6＝100定期用船料指
　　　　数＝よ1971＝IO〔｝。

） 9．係船船腹量の推移
1997 1998 1999

月次 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー

隻数千G／r千D〆w隻数 丁．G〆T千D〆W 隻．数干G〆．T千D八Vl隻数千G．．．口囲DIW 隻．数干G／T千D／W 隻数千G〆T干DハV
1

2482，1102，589 55L6072，757 2502，0632，423 571，4502，466 3283，2424，060 51／，2052，125
2

2411，9962，402 571，6282，804 2441，9112，220 551，4502，492 3／73，0943，830 47　9071，487
3

2532，0552，420 63ユ，7102，970 2461，9572，281 581，7443，066 3123，2484，135 451，0041，720
4

2512，0732，462 641，7963，101 2472，0282，381 561，6752，927 3063，3214，275 491，1831，943
5

2492，0862，520 63L7813，060 2562，0922，448 551，6652，889 3033，1143，949 49玉．，／741，92S
6

2442，0082，426 571，7763，052 2592，1712，546 541，6812，939 3283，5034．，535 501，3872，485

7
2391，9692，449 581，8233，160 3102，8483，408 582，0！83，631 3293，3744，345 501，3632，443

8
2462，1202，429 571，7763，031 3112，8163，420 582，0！83，621 3413，4Q74，377 511，5122，639

9
2462、0842，375 531，4872，474 3192，8523，420 571，7262，94／ 3443，5U　4，56G 5G　1，5G72，631

10
2642，2812，634 571，6162，591 3262，8853，420 531，4532，479

ユ1 2652，2522，555 581，5432，532 3242，9153，515 501，4D72，415
12

2692，2542，596 591，4502，464 3243，0043，718 511，4δ52，528

（注1　ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・ナブ・レイドアップベッセルズによる。

せんきょう　平成1／年10月号



　連巳の猛暑がようやく終る気配

のところへ、日本近海で次々と発

生した大型台風が襲来する様子は

やはり異常気象の現れではないか

といささか気になる。それにして

もこんなに長い間暑かった夏はあ

まり記憶にない。先日、ニュース

で南極から巨大な氷塊が流れ出し

たと報じられていたが、これなど

も地球規模での温暖化が進んでい

ることを実感させられる。大気中

のCO2の増加か、はたまたオゾン

層の破壊が進んでいるせいか、い

やな兆候に思える。

　猛暑とは言え、エアコンを長時

間点け放しにして電力を消費する

のは、あとで高い電気代を請求さ

れる怖さもさることながら、資源

の浪費と地球温暖化に思いめぐら

すと、日頃の生活の場でも自制す

べきことの一．・つとして心掛けなけ

ればならない。電力需要増と共に

火力・原子力が大きな割合を占め

る日本の発電は、輸入資源に頼る

ところがますます大きくなってい

るようだ。自然環境を守る論議が

高まり、水力発電用ダムもこれ以

上建設の余地がなくなっている現

状を考えれば、最近改めて目が向

けられた感のある風力発冠のよう

な自然のエネルギーを利用しない

手はなかろう。北欧諸国が相当量

を風力発電で賄っている状況に比

べ、我が国のそれは辛うじて認め

られる程度でしかない。台風のよ

うな過剰な風エネルギーは発電に

は御し難いかもしれぬが、四方海

に囲まれている条件下にあればこ

そ、もっと風力エネルギーの利用

が図られても良いのではないかと

思う。

　今後売電事業が活発になると予

測されている中、風力発電コ．スト

が40～50％割高ではコマーシャル

ベースにのりにくいであろうし、

電力会社による買電に頼るのも限

度があるから、設備は公共投資と

して、得られた電力は公共施設用

に優先して買い上げるとか差額負

担をするとか国の施策としてもっ

と真剣に検討されるてしかるべき

ではないだろうか。我が国が地球

環境保全についても先進国である

との評価を高めていく上で、実際

にやることはまだまだ多いと思う

のだが。

川崎汽船

　総務部情報広報室長

　　　大滝光一
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船銚の欄たち　　．影

今回、登場して頂くのは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　1．所二目の業務は主にどの」

第一船舶㈱取締役営業部長

金森正一さん（51歳）です。

．＿＿＿一
…’

叶

　　3．御社または御社の船舶の自

　　　慢といえば？

　　　セメントタンカー6隻と石灰

　　石専用船1隻、計7隻の船舶管

　　理と船員配乗を主業務とし、特

　　に新型荷役機械搭載船への対応

な　　を含めて、運航会社殿並びに荷

　　主殿より全幅の信頼を得ている。

一一一一一．．　一一．．一　 w

．）．「

ζ　　家族と同居しながらの会社通勤

一　が忘れ得ぬ思い出。

　　　　　　一・一一　．一「

2・二字離欝饗
。鑑駕弊轡畢寵〔
いで、約3カ月間、三田市に他　　｝

　　　　　　　　　　　　　　　「

　　4冷後チャレンジしてみたい」

＿一一

第一船舶㈱の事業概要一．．

　．～一）

　セメント撒積ならびに石灰石専用船の保船琶理

と船員配乗を行い、運航会社に貸渡すことを主業

とするかたわら、一般内航貨物船営業における取

扱貨初の多様化を図っている。
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平成U年10月20日発行　毎月1回20日発行　No．471昭和4ア年3月B日第3種郵便物認可1999癬諺レ．．．〆　・．．．／．’）．」．し……　　　　�e昏．、　　　．＼、＼．紅、汽暮瓢．．．．　〆　〆　　　　　　／”．．．　　　　　　∠、．．．“．　、、、．〃γ、　　．．．4、　　　．．．．ノ　　　　．．んγ　　@　@ジ　　@　@茗　　@　．＼．．．V＼）、唐k、r☆十r銅唱ヒ八　口囲血凸→一5冑△二巴月報／1999年10月号目次◎巻頭雷起業家精神★i…難講醗灘舞養●川頬雄1◎シッビングフラッシュ1，総合的環境対策の策定に向け、初会合を開催　　一第1回環境対策特別委員会の開催一2．両国船難の相互理解と共存共栄の関係を確認　　一肌5回日台船協会談の模様について一24（◎海運ニュース国際会議レポート「海上人命安全条約」第V章の全面改正に関する実質的な審議を終了2002年7月1日の発効を目指し海上安全委員会での検討に付託　　　6−IMO第45回航行安全小委員会（NAV45）の模様一◎寄稿米国籍コンテナ船社が無くなる日★要船『夢露都●城川三次郎一MaerskによるSea　Landの買収一11◎話題を追って石炭の需要増により不定期船市況も堅調に推移一電力業界の動向が今後の海運市場に与える影響について一15（◎4礁便り18◎潮風満帆一7つの海のこぼれ話一蟷螂の斧　　　20　　★元大同海運・ジャパンライン船長●南　義光や海運日誌★9月　　　23や船協だより　　　25・…・海運統計　　　28　　様・編集後記　　　32超高速貨物フェリー「ほっかいどう丸」里難講鋪無妻1．川井貞雄　1年目ど前のことになりますが、三菱総合研究所の牧野昇氏は産経新聞の社説である「正論」欄に「自主意識を欠いた経済人の罪」という一文を載せておられます。その論旨とするところは、日本のここ数年来の企業の開業率が4％であるのに対して、廃業率は4．5％、すなわちネットでは企業数が0．5％減少しているが、これに対する米国では、ほぼ同時期の開業率が約14％、廃業率が約12％なので、ネット2％の企業数の増加が見られるとのことで、現在の両国経済の明暗の一因を指摘するものでした。　日本経済が好調で、ライジング・サンと呼ばれていた、1970年代から1980年代にかけての経済成長期には、開業率が7％前後、廃業率が4％ぐらい、従ってこの頃は日本でも約3％ぐらいの企業数の増加があり、これに反してこの頃の米国のネット廃業率は数パーセントあったとの事で、これもまた、日米両国経済の当時の事情の一端を説明するものと思われます。更にこの事は、新規事業を立ち上げる“起業”の国全体の経済に与える重要な役割を強調するものでした。　しかも、自主意識が要求されるのは、国ばかりでなく個々の企業についても同様です。企業内企業として、その企業にとっての新分野の開拓を奨励している会社もある様ですが、これも単に収益性のみならず、会社全体に与える活性化ムードの効果も併せ考えられているのでしょう。　口本政府にもこの”起業”の重要性を意識し、何等かの対策を検討する動きがあると伝えられていますし、またこれを勧奨する資金、税制面での支援策も必要とされるでしょうが、これは自主の意識と意欲の問題であることから、政府の施策を云々する前に経済人としての白覚が要求されているのかも知れない。　しかし、残念なことに、日本の現状を見るに、‘’自主意識を欠い”ているのは、何も経済人だけではなさそうである。　外交政策、景気対策、学校教育、其の他もろもろの分野において、自主精神の欠落が指摘されているが、そうなると問題の所在は深刻で、国のあり方の根幹にかかわるものであり、経済の対外的低迷は単にその現象の一断面にすぎないものかも知れない。せんぎょう　平成11年10月号□網島臨臨鮎崔巳影・　∈謬垂＿i饗　蒔ハ蓮i翼嚢一．1．総合的環境対策の策定に向け、初会合を開催　　　一第1回環境対策特別委員会の開催一　当．協会は、平成U．年7月28日開催の定例理事会で環境対策特別委員会の設慨を決定した（本誌平成1一年8月号P．2シッビングフラッシュ参照）が、同特別委員会は、平成11年9月16日に第ユ回会合を幹事会と合同で開催した。　同会合では、・当．協会関係上委員会におけるこれまでの環境　問題への取り組みの報告、・今後の検討事項の審議が行われた。（1）関係各委員会におけるこれまでの環境　問題への取組事項　　当協会におけるこれまでの環境問題へ　の取組事項について関係各委員会からそ　れぞれ報告がなされた。主要項目は以下　の通りである。　○政策委員会　　　サブスタンダード船排除の推進　　　環境関連の税制措置等　○政策委員会・工務委員会（合同）一．．　　経団連環境自主行動計画への対応○海尻委員会・工務委員会　　IMOにおける環境問題の検討　・有機スズ含有船底防汚塗料（TBT）規制　　問題　・バラスト水排出規制問題　・大気滑染防．【．ヒ問題○タンカー部会　　海上災害防止センターを通じての効率的　　な流出油防除体制の整備　　　　　　　　　．一〇法務保険委員会圖せんきょう　平成／1年10月号【　　油濁関係条約等による汚染事故等に係る　　船主の責任・補償問題○外航船舶解撤促進特別委員会　　船舶解撤問題共1司検討委員会（二本造船　　τ業会と共同）の活動　　アジア船主フォーラムを通じての活動　　ICS　Ship　Recycling　WGへの対応○総務委員会　　環境保全に資する費用等の拠出（2）今後の検討事項　　引き続き、環境対策特別委員会は、環境問　題に対．し総合的に対応する組織として設置し【資料】　環境対策特別委員会および幹事会メンバー環境対策特別委員会たものであり、個別の環境対策は関係各委員会で引き続き積極的に推進することを確認した．ヒで、1司委員会としては今後下記事項を検討していくことが決定された。�@環境対策に係る報告書の作成（これまで　の対策・今後の課題を含む）�A業界としての環境行動方針・行動憲章の　策定�B国内外関係団体への働きかけ�C環境シンポジウム（平成U年度内予定）　の開催�D経団連環境自主行動計画への対応（継続　的対応）氏　　名協　　会　　内　　役　　職会　　社　　役　　職i委員長生田　正治会　　長商船三井取締役社長｛i副委員長E松永　宏之副会長／タンカー部会長／外航船舶解撤促進ﾁ別委員会委員長東京タンカー取締役社長i委　員L崎長　保英総務委員会副委員長川崎汽船副社長倭　員芦田　産生政策委員会副委員長（政策担当）商船三井常務取締役委　　員　山口　嗣二政策委員会副委員長（国際担当）日本郵船専務取締役委員1畑彰　　　　5タンカー部会長会社：海上災害防止センター^営検討委貝会委員長東京タンカー常務取締役委　　員　上江洲由亘工務委員会副委員長日本郵船取締役委　則町野隙目海防委員会副委員長商船三井常務取締役委　　員　．1．’時　克行1法務保険委員長指名の委員三光汽船常務取締役委　　員i原田　　弘　近海内航部会長神戸船舶取締役社長環境対策特別委員会幹事会1氏　名協　　会　　内　　役　　職会　　社　　役　　職L［幹事長　五十嵐　誠政策幹事長日本郵船企画グループ長代理溝　事羽飼　　猛広報幹事長日本郵船広帳グループ長　　　　　t1幹　　事鈴木　　修国際幹事長商船三井定田部計画室長i幹　事．石田　埋骨代務幹事八戸幹事長日本郵船運航技術グループ長代理1幹　事羽田　知所新造船幹事長商船三井技術部長1幹　　事納　　泰男タンカー部会委員（タンカー部会長会社）東京タンカー総務部部長幹　　事関内旬一郎外航船舶解撤促進特別委員会幹事長川崎汽船経営企画部調査役せんきょう　平成11年10月号圖　第2回委員会は、幹事会の検討を経て、明2000年1月までの閲に開催する予定としている。なお、委員・幹事は資料の通りである。2．両国船協の相互理解と共存共栄の関係を確認一霞5回日台船協会談の模様について一　題記会談が1999年10月5日に日本（静岡県川奈）で当協会主催で開催された。当協会からは生田会長はじめ9名が、台湾船協からはLin会長をはじめ9名が出席した。（出席者は資料2参照）　会談では、冒頭、生田会長より9月に発生した台湾大地震について、お見舞いの言葉が述べられた後、両国海運の現状と展望や、米国／EUおよび国際機関（OECD、　WTO等）における海運問題等につき友好的な雰囲気の下、率直かつ建設的な意見交換が行われた。　両．協会は今後もこの会談を継続していくこととし、帯同会談を2001年目台湾で開催することが合意された。　会談で採択された共同声明は資料1の通りである。台湾側からは、復興に向けた国民の．一致した努力が続けられているという力強い発言があった。3，会談では、アジア・米国・欧州の各経済が、　＿基本的に健全または回復基調にあることが留　意され、特にアジア経済の回復が、同地域の海上輸送量の回復に繋がることへの期待が示　された。4，両協会は、そうした世界経済への認識の下　に、本年5月に施行された米国海運改革法　（OSRA）の影響や、その後も進行している海　運業界の再編問題など、世界の海運情勢や台湾海峡航路の発展を含む両国海運の現状につ　いて意見交換を行った。【資料1】　　　　　　　　　　　　　1999年10月5R　　第5回日台船主協会会談共同声明5，両協会は、米国の港湾サービスユーザーフ　ィー法案がメンバー船社に．与える影響につい　　＿て、強い懸念を表明した。1．第5回［台船主協会会談が、1999年ユ0月5　日�求A日本（静岡県伊東．市川奈）で開催され　た。これは、1997年の第4回会談（於：台中市）に続くもので、友好的な雰囲気の中、率　直かつ建設的な意見交換が行われた。会談の　出席者は添付の通りであった。2．会議の冒頭、日本側から今回の台湾大地震　について心からのお見舞いの言葉が述べられ、6，また、各国政府における競争政策の運用と、船社の商業活動に対する政府介入の問題を今後も注視していくことが合意された。7．WTO海運サービス自由化交渉については、　自由かつ公正な船社活動を世界的に保証する　基盤を確立するため、1司交渉の成功を期待す　ることで一致した。また、両．協会は、台湾がWTOへの加盟申請を行っていることを支持囲せんぎょう　平成／1年10月号した。さらに、本年10月下旬に日本で予定されているOECD海運委員会と非加盟諸国とのワークショップに台湾が出席することに対し、歓迎の意を．表明した。8，また、両．協会は、環境問題への積極的な対応が重要であることを確認し、船舶の安全運航の徹底と地球環境の保全に向け、サブスタ　ンダード船の排除を始めとする最大限の努力　を行っていくことを確認した。9．また、海賊行為が世界的に増加傾向にある実状に重大な懸念が表明された。両．協会は、　関係各国政府に適切な対策を要請すると共に、海上での自衛を強化することの重要性を認識　し、万一船舶が被害にあった場合は、関係当局への遅滞無き通報を励行することで一致した。10．両協会は、今回の会談が、相互理解と共存　共栄の関係をさらに深める」二で非常に有意義　であったことを確認し、次回会談を2001年に　台湾で開催することを合意した。　　以上【資料2】　第5回日台船主協会会談　出席者（台湾側出席者）氏　　名mAME役　　　　　職　　　TITLE…台湾船主．協会　NACS会　　　社　　COMPANYSteve　S．　S．　Lin　林省三Chairman　会　．長Chairman，　Evergreen　Mari皿e　Corp．皿ng・Huei，　ChenS1．anding　Board　DirectorChairman，　Yangming　Marine　TransportYao−Fon，　LohStand圭ng　Board　D主rectorChai�oan，　Un1910ry　Mahne　Corp．Chao−Holl　ChenChairman，　Wan　Hai　Unes　Ltd．Po・Ting　ChenVice　Chairman，　Wan　Hai　Lines　Ltd．George　J．Y．　HsuStanding　SupervisDrgVice　Cllairman，　Evergreen　Marine　Corp，Chin−ShyeD　ChenDirectorPresident，　Ta−Ho　Mariほme　Corp．Bob　H，L．　Hsu　　　　　　Secretaly　GeneralSu−Ying　Huang　　　　　Manager（Eヨ本倶1」出席者）名役職氏日本船主協会会下生田正治会長商船三井社長草刈隆郎副　　　会長日本郵船社長新谷功副　　　会長川崎汽船社長太田健夫．副　　　会長飯野海運社長松永宏之副　　　会長東京タンカー社長和田敬司理　　　事長小林求会　　長　　秘書商船三井経営企画部副部長園田裕一凶企画調整部副部長笠原永．子企　画　調　整部せんぎょう　平成11年10月号「5］梅運．．と．．ニユ呼ス国際会議レポート「海上人命安全条約」第V章の全面改正に関する実質的な審議を終了20D2年7月1日の発効を目指し海上安全委員会での検討に付託一IMO第45回航行安全小委員会（NA＞45）の模様一「海上人命安全条約」第V章の全面改正に関する実質的な審議を終了2002年7月1日の発効を目指し海上安全委員会での検討に付託一IMO第45回航行安全小委員会（NAV45）の模様一　国際海事機関（IMO＞の航行安全小委員会第45回会合（NAV45）が平成11年9月20日から24目までの問、ロンドンのIMO本部で開催され、1995年から継続して検討が進められきた航行安全に関する設備の搭載要件等を規定した「海．ヒにおける人命の安全のための国際条約」（．SO−LAS条約〉第V章の全面改正、船舶の航路指定・船舶通報制度、および航行の安全に関する設備の性能基準の策定等について審議が行われた。　主な審議結果は次の通りである。1．SOLAS条約第V章の全面改正について　第V章は航行安全に関連した幅広い内容を含んでいるが、今次全面改正の特徴は、搭載が義務づけられる航行設備機器の機能要件化であり、現行強制設備の機能要件化とその搭載基準の見直し及び新規航行設備の船舶自動識別装．置（Automatic　Identiication　System：AIS）および航海データ記録装置（Voya喜e　Data　Recorder：VDR）等の追加的搭載について検討が行われ、一都適用船舶および適用期日等については、来年5月に開催予定の第72回海上安全委員会（MSC　72）での検討に委ねられたが、実質的な検討が終了した。　新SOLAS条約V章は、　MSC　72での承認および来年12月開催予定のMSC　73で採択が予定されており、2002年7月1日の発効予定である。　MSC　72での検討に委ねられた適用船舶および新規設備であるAISおよびVDRの搭載基準に関する審議概要は以下の通り。　　　　　　　一．（1｝適用船舶（1規則の4）　　わが国からの昨年5月に開催されたMSC71への「小型船、内航船、および現存船への適用は慎重にすべきである」とする提案とその提案に基づくMSC　71からの同様趣旨の指示により、本規則の適用について検討が行われ、わが国は、「総トン数150トン未満の国際航海に従事する船舶及び総トン数500トン未満の内航船については、主官庁の裁量で一部規則を免除する」提案を行い合意された。また、ペルーから漁船についても同様に主官庁圖せんぎょう　平成11年10月号　の裁量とする提案があり米国等が支持したが、　漁船についてはMSC　72でその適用を検討す　ることをわが国から提案し了承された。　　なお、主官庁の裁量で免除することが可能　とされた船橋デザイン、航行システム及び装　置の配．置、船橋手続きに関する原則（15規則）、　機器の維持管理（16規則）および電磁気適合　性（18規則）からAIS等航行設備機器の搭　載基準を規定する20規則を含む29規則の水先　人の移乗設備については、改正SOLAS条約　を国内法に取り込む上では、その適用範囲を　十分に検討する必要性がある（2）AIS（Automatic　Identification　System）の　搭載要件　（20規則1．5bis）　　AISは、船舶の船名、位置、速力及び針路　等の情報を、船舶の航行管制を行う陸岸局お　よび他船へ自動的に送信し、他の船舶から受　糊した情報を、濃墨奏海域での航行管制および　他船との衝突回避に役立てるためのシステム　で、船対船、船脚陸にll囁広く利用された場合、　衝突・座礁事故防止等に役立つ設備である。　しかしながら、新規の設備でありその設置の　負担が大きく、AIS情報の機密保持の手段、　他船から得られた情報の表示法およびその利　用法等、どの様に利用することが適切である　か等の運用要件が一日分に検討されていない。　また、この情報を航行管制に役立てる陸上施　設の整備状況についてもIMOで明らかにな　っていないことなど問題点も残されている。　そのため、わが国は、この設備を強制要件と　することは時期尚早であると主張し、運用要　件をAISの搭載を義務化する前に十分に検　討することを条件に、搭載船舶については、　条約発効（2002年7月1日）以降に建造され　る全ての旅客船および総1・ン数300トン以上　の船舶とし、�Aその導入については、AISをせんきょう　平成11年10月号有効に機能させるため、船種、船の大きさによる段階的導入を行わないこと、および�B現存船については、設．置負担の観点から2008年7月1日目での搭載とし6年の猶予期間を設けること、また、�CGMDSSの導入手法と同様に、2008年7月1E1以降2年以内に廃船にする船舶については、主官庁の承認によりその適用を免除することができるよう主張した。　以上のわが国提案に対し、運用要件の検討の必要性については、ICS（国際海運集会所）からも、AIS情報の信頼性と正確性、船員に対する作業負荷およびAIS情報の国際海上衝突予防規則（COLREG）の位置づけ等について検討すべきことが提案され、米国を始め多数の国の支持が得られたことから、次回NAV　46の作業計画として「AISの運用要件に関する指針の策定」を加え、条約発効［2002年7月1日ユまでに運用要件に関する諸問題に対する対策について検討することが合意された。　また、搭載要件については、米国より現存船に対し、船舶の大きさ及び声声により2005年7月1日までの3年間で段階的に搭載を義務づけるフェーズイン方式が提案され、カナダ、およびドイツ等欧州各国が支持したことから、我国からも1司様に、現存の内航船に最大の猶予期聞6年（2008年7月1日まで）を与える船舶の大きさ及び船種によるフェーズイン方式を提案し、日本提案をベースに［　1付きでMSC　72での検討に付すことが合意された。しかし、一部現存船タンカーについては、わが国主張の［2004年7月1日］までを　［2003年7月1日］と修正する米国案に対し、ドイツを始めとする欧州．各国の多くの支持があったことから［2003年7月1日］とされ、わが国は当該規定案（，1．2．1）について囮團留保した。　なお、船舶を搭載期日以後2年以内に廃船にする場合の主官庁による適用免除については、［】で同様にMSC72の検討に付されることとなった。　規則案（四脚）は次のとおり。1．5bis　：Autolnatic　identi通catlor1．system　　（AIS）．工　国際航海に従事する総トン数300トン以　　．．ヒのすべての船舶、国際航海に従事しな　　い総トン数500トン以上のすべての船舶、　　およびすべての旅客船はAISを搭載し　　なければならない。その適用は次のとお　　り；．！．工　［2002年7月1日］以降に建造された　　船舶；（は搭載しなければならない）．1．2　［2002年7月1日］より前に建造され　　た国際航海に従事する船舶は、．L2．1すべての旅客船とタンカーは、　　　［2003年7月1日］以前に．1．2．2総トン数50，000トン以一Eのすべて　　の船舶は、［2004年7月1日］以前に　．1．2．3総トン数50，000トン未満で1．0，000　　トン以上のすべての船舶は、［2005年7　　月1日］以前に　．1．2，4　総トン数1G，OOGトン未満で3，00Gト　　ン以上のすべての船舶は、［2006年7月　　1日］以前に　．1．2．5総トン数3，000トン未満で3001・ン　　以上のすべての船舶は、［2007年7月1　　日］以前に；また、　．L3　［2002年7月1日ユより前に建造され　　た国際航海に従事しないすべての船舶は、　　　［2008年7月1目］以前に［．2．1．に規定される搭載期日の後、2年以内　　に廃船をする場合は、当該規定の適用を　　主官庁は免除することができる。］　3　AISは、適切に整備された海岸局、他　　　の船舶及び航空機に船舶識別、船引、船　　　位、針路、速力、航海状態及びその他安　　　全に関連する情報を自動的に供給し、か　　　っ、船舶を監視・追尾し、沿岸施設と情　　　報交換することができること。なお、こ　　　の規’定は、国際的な合意、規則または航　　　海情報の保護に関する基準により適用し　　　ない場合がある。（3｝　vDR（Voyage　Data　Recorder）の搭載要f‘i二　（22規員1」）　　VDRは、1994年に発生したRo−Ro旅客船　”エストニア号”の事故を契機に、海難事故　の原因を究明するため、船舶の針路、速力お　よび船橋での会話等を記録する設備として、　欧米を中心として提案された。このように　VDRは、当該設備を装備した船舶の安全性　向上に直接寄与するものではない2次的な装　置であることから、わが国は、搭載を義務づ　ける船舶を新造の国際航海に従事するRo−Ro　旅客船に限定すべきと主張した。また、自国　の領海内での事故調査については、自国の責　任の下で行われるべきものであり、内航船に　ついては主官庁の判断によりVDRの設置を　決定し、条約で強制化するべきでないことを　主張し、ロシアを始め韓国、チリ、ブラジル、　中国等から支持を得た。　　また、リベリアからは、1980年に沈没して　から十数年経ってようやく東シナ海で潜水艇　により発見されたダービシャー号を例に、　VDRの回収の可能性について、また、その　回収はだれが行うのか等の疑問が投げ掛けら　れるとともに、VDRから得られた情報の利　用については、海難の発生に伴う訴訟に繋が　り、法的ルール作りが必要であるとの意見がせんぎょう　平成11年10月号出された。　また、カナダは旅客船にのみを、また米国は、海難が発生した場合の人命および海洋に与える影響を考慮して、Ro−Ro旅客船に新造の旅客船および危険物積載船を含めるよう提案した。　・方、オランダを始めとする欧州．各国等多くの国は、国際航海に従事する船舶に限定することについては支持する一方で、Ro−Ro旅客船および旅客船を含む、総トン数3，0001・ン以上めその他貨物船にも段階的に2009年までに適用するフェーズイン方式の現行規則案をキ飛した。　これに対しわが国は、このままでは次回MSC72で本規則が採択されるために必要な2／3以上の合意が得られない状況が想定され、VDRそのものが棄却される可能性があることを説明し、第．．．段階では、新造の国際航海に従事するRo−Ro旅客船に限定し、その他の船舶については各国の判断で適用し、その効果等の情報をもとにIMOでその他の船舶への芋川について検討を続け、必要があれば新V章を改正する旨の決議を採択するよう提案した。その結果、提案そのものは採択に付されなかったが、現行規則案に対するその他の反対意見も踏まえ、過半数に満たないものの、わが国をはじめとする多くの意見として、国際航海に従事する船舶のうち�@新造の旅客船（Ro−Ro旅客船を含む）は［2002年7月1日ユまでに�A現存のRo−Ro旅客船は　［2002年7月1n］以降の最初の検査までに、�BRo−Ro旅客船以外の現存旅客船は［2004年1月1「1］までに搭載すること、また、その手写トン数3，0001・ン以．．ヒの貨物船への搭載については反対である旨、および総トン数3，000トン以．．ヒの貨物船への適用については、せんぎょう　平成11年10月号多くの支持もあることをMSC72に報告することとされ、総トン数3，000トン以上の貨物船への適用についての規則案全体を［］付きとしMSC72での検討に付すこととなった。規則案抜粋（仮訳）は次のとおり。22規則：Voyage　Data　Recorder（VDR）1　事故調査を補助するため、国際航海に　従事する船舶は以．．．ドのとおりの基準で　VDRを装備すること。．1　［2002年7月1日］以降に建造される旅　客船（Ro−Ro旅客船を含む），2　［2002年7月ユ日］より前に建造された　Ro−Ro旅客船は［2002年7月ユ日ユ以後　　の最初の検査までに．3　［2002年7月1日］より前に建造された　Ro−Ro旅客船以外の旅客船は［2004年ユ．　　月1日］以前に［．4　［2002年7月1日］以降に建造された総　　トン数20，000トン以上の貨物船は［2004　　年1月1［］以．前に．5　［2002年7月1口］以降に建造された総　　トン数3，000トン以上20，000トン未満の　　貨物船は［2006年1月1「i］以前に．6　［2002年7月1日］より前に建造された　　総トン数20，000トン以上の貨物船舶は　　［2007年1月1日］以前に；そして．7　［2002年7月1日］より前に建造された　　総トン数3，000トン以上20，000トン未満　　の貨物船は［2009年1月1日］以前に］2．航路指定および船舶通報制度（1｝チリのlquique港およびPunta　Arenas港　へのアプローチ用分離通航方式　　原案どおりで承認された。MSC　72（2000　年5月開催予定）で採択、採択の後6ヶ月後　に導入予定。團（2）ペルーのPAITA　BAY港、　PUERTO　CAL−　LAO港、　PUERTO　SAN�oIN港、およ　びPUERrO　ILO港へのアプローチ用分離通　航方式　　原案どおりで承認された。MSC　72で採択、　採択の後6ヶ月後に導入予定。（3＞中国の山東岬（Chengshan　Jiao　PrQmon−　tory）沖水域における分離通航方式と強制船　舶通報制度　　中国は強制分離通航方式を提案していたが、　当該分離通航帯の設定海域付近は中国の領海　外も含めると十分広く、分離通航帯を強制航　行とした場合、領海外の自由航行権が阻害さ　れることから、あくまで推奨分離通航方式と　して、また、当該分離通航帯と川岸との問の　沿岸通航帯が十分な水域が確保されていなか　つたため、通航帯を北東方向にシフトする等　修正を加え、特別通航規則の記載については、　COLREGの10規則にすでに規定されている　ことから削除し承認された。また、強制船舶　通報制度については、一部通報内容、通報方　法等について修正を加え承認された。MSC　72で採択、採択の後6ヶ月後に導入予定。（の　米国カリフォルニア沿岸沖の総トン数300　トン以上の船舶および危険物積載船の推薦航　路　　米国からは、総トン数300トン以上の船舶　に対する南北2本の航路、および危険物積載　船の航路（南北同一）の提案がされたが、危　険物積載船の安全確保のため、危険物積載船　の航路についても同様に南北2本とする修正　を加え承認された。MSC72で採択、採択の　後6ヶ月後に導入予定、�泣Cギリス海峡およびドーバー海峡における　航路標識（EC　1及びEC　3）の撤去とSAN−　D町TIE灯船の灯質の変更　　原案どおりで承認された。世界時間の2000　年11月30日OOOO時に実施することを合意。本　件についてはMSCでの了承を得て回章する　こととした。（6）総トン数150トン以上の船舶に対するキュ　ーバ北方沿岸のMatanzasおよびCardenas　間への目引水域の設定　　原案どおりで承認された。MSC72で採択、　採択の後6ヶ月後に導入予定。3．航行安全設備および機器の性能基準　性能基準とは、航行安全の観点からIMOにおいて策定される航行安全設備の性能に関する要件で、SOLAS条約第V章において規定される航行安全設備および機器については、その基準を満足するものでなければならない。　今次会合においては、次の航行安全設備の性能基準案およびその改正案について承認された。なお、本性能基準案の発効予定日は、改正HSCコードの発効予定および改正SOLASV章の発効予定にあわせて、2002年7月1日とされた。（コ　高速船のための夜間暗視装置　　High　Speed　Craft（HSC）の夜間衝突予防　のための海面上障害物監視装置（2）昼間信号灯　　船舶の昼聞および夜間における船舶問およ　び船舶および陸上との情報の交換に利用する　信号灯（3）船速距離計（性能基準の改正）　　自動衝突予防援助装置（ARPA）の性能基　準の改正に合わせて、対地及び／または対水　で前方向の中速および距離情報を与える装置せんきょう　平成11年IO月号‘一一　一一例閨u一一7τ　米国籍コンテナ船上が無くなる日一団aerskによるSea　Landの買収一　　　要船「許響竃城川三次郎．．．．）　デンマーク船社Maersk（マースク、　AP．Moller）によるSea−land（シーランド）の買収が発表された。手続き等が、順調に運べば、本年11月にはMaersk−SeaLandと言う新しい船下が誕生する事になる。一掃年の加kes（カナダ資本のCP　Shipsに買収）、　APL（シンガポールのNOLに買収）に続き、米国の歴史ある定期船会社が外国企業に、またしても買収されることとなった。この結果、米国籍の定期船会社はCrowleyやFarreUといった比較的小規模なものだけとなる。Sealandという同社の商号は買収後も’Maersk−SeaLand斡として残ることとなるが、世界で初めてコンテナ海上輸送を行った、輝かしい歴史を持つ同社の買収は極めて感慨の深いものがある。　業界第1位の船社が5位の船社を買収することで、新しい’‘Maersk・Sea−Land”は運航船腹量55万TEUを超える超巨大船社となる。（図表一1参照）第2位のEvergreen（台湾）との差が二倍以．ヒと言うガリバー的な規模の船社の誕生は、その大きさのインパクトもさることながら、アライアンスを主軸に進んできた定航海運業．界の流れや米国の海運政策に様々な影響を与図表一1　　世界のコンテナ船、会社別運航船腹量運航船腹量舩　　　　社隻　数TEUsMaersk−Sea一肱nd226550，000Mae1−sk156341，115P＆ONedlloyd108252，638Evergree1178235，036COSCQ160220，542Sea−Lmd85207，993MSC119199，658APL69193，370�o68146，572Hanji旦47144，327MOL64125，913ZIM59玉13，099Hyundai341工0，873CMA・CGM58103，21200CL3993，323K−Line4693，257Yangming3791，985HaPP9・Uoyd2788，012DSR・Senator2987，736UASC5784，965Cho−Yang2755，026出所lLloyd’s　Maritime　Infolmation　Services　　Dataせんきょう　平成11年10月号圖囮える事が予想される。1，アライアンスに投じられた一石・アライアンスの評価　1998年の再編成を経て1年半。主要航路において各アライアンスは安定的に運営されているように見受けられる。意思決定に際してのメンバー問の調整という面でやや非効率な面があるにせよ、サービスレベルの向上を単独で行うのに比べて格段に効率的・経済的に行うことを．口∫能にしたアライァンスの利点は、そのマイナス而を補って余りあるものがある。　事実、本年5月に行なわれたアライァンス船社主要／5社に対するアンケート調査（注）によれば、8割以上の船社が現状のアライアンス、船社提携に満足しており、2000年においてもそこに留まるという見込みが表明されている。アライアンスに対して’‘やや不満である”としている船社もその理由を見ると、運賃値．ドげ競争が収まらないといった本来アライアンスに対’して望むべくもない部分への不満であり、総じての満足度は非常に高いと言えるだろう。　発足後1年半の時点の評価としてはほぼ予想通りのものとなったが、今後のアライアンスによるコスト合式化がどこまで浸透するかは、ターミナル、システムの共有化やコンテナシャーシの共同運用等、一歩踏み込むと後戻りできないハードルを乗り越える必要がある。この複雑な利害関係を調整し得る信頼関係を今後メンバー問で構築していく事が出来るかどうか、又、その調整に耐え得る体力を各メンバーが維持しているかどうか、それがアライアンス路線を維持発展させるか企業買収による統合へ進むかの鍵となるはずである。（注）海事産業研究所「最近の定航海運トピッ　　クスに関するアンケート調査」・E’laersk・Sea−Land”誕生の意味するもの　この文脈から今回の買収を見るとどうなるだろうか。アライアンスに対する影響と言う面で、この買収は大きな意味を含んでいる。A．P．　Mollerの定航部門担当パートナーであるIb　Kruse氏は今回の買収を「我々にとって意味のある自然な進化」と評したと報じられている。（Lloyd　List，99．7．23）同社とSea−Landは1996年以来アライアンスを結成、サービスの向上とコストの合理化を追求して来たわけであるが、その延長線．ヒに噛然な進化として”今回の買収があると言うわけである。　アライアン．スに比べて、買収による単一の経営体が意思決定のスピードにおいて勝っている事は言うまでもない。又、前述の通り、ターミナルやシステムの共有・共同使用等を通じてのコスト合理化、つまりアライアンス効果を突き詰めて行くと、最終的には個々の会社の利害を超えて設備の廃棄等を行う必要に迫られる局面に遭遇する。これらの利害をアライアンス内でどのように調整して行くかと言う点に関しては極めて困難なものがあるのも事実である。　今回の買収劇の理由としてSea−Landの利益せんきょう　平成11年10月．号率が親会社のCSXを満足させるレベルではなかったという点や、Sea−Landが他のアライアンスに参加する船社に買収された場合のデメリットを防衛するという面が指摘されている。しかし、A．P．　Mollerとしてはアライアンスによる合理化を徹底するためにパートナー国社を買収し、過剰設備の廃棄等に関わる極めて困難な利害調整の壁を克服する事に最大の意義を見出していると思えてならない。・さらなる業界再編はあるか？　今回の買収劇はアライアンスの限界を象徴するものであり、今後主要船串間の買収を通じた統合化が進むと見るのはいささか早計ではあろう。NOLによるAPL買収の例を見るまでもなく、買収に伴う莫大な有利子負債の償却はおしなべて利益率の低い定航船社にとっては過大な負担となり経営を圧迫する事が予想されるし、国家を代表するような海運会社の買収にはさまざまな制約が考えられるからである。　しかし、規制緩和が進展し企業買収に関する制約や資金調達方法が容易になり、“Maersk−Sea−Land”というガリバー船社の業績が好転すれば、NOLのAPL買収後の苦しみを見て二の足を踏んでいた主要目口が、買収による経営基盤の強化を図る動きを見せる事は多いに予想できる。　昨今の日本金融界の合併・統合化の動きを見るまでも無く、グローバリズムの進展に伴う規制緩和の動きは、企業の競争力・収益力の強化せんきょう　平成11年10月号を否応無しに迫るものとなった。従来、日本の産業は厚い規制の壁に守られだ島国”の中で成長してきた。その厚い壁により高コスト体質が許されてきたために、これらの動きに出遅れてしまった感は舎めない。今後金融やエネルギー部門の規制緩和の進展とともに，競争力強化のための合併・統合は急激に進むものと思われる。　日本の規制緩和がもたらした競争力強化のための合併・統合の急進展を、ここで世界の定航海四界に直接敷街するつもりは無い。しかし、海運同盟と言う競争制限的なシステムが1984年の米国海事法改定以来、徐々に弱体化し北米関係の同盟においてはついには休止、解散を余儀なくされてしまった大競争時代とも言われる現在、高コスト体質の船社は淘汰され、買収・合併により、より強力で高い収益力を獲得した企業のみが生き残ると言うのも自然の流れではある。　ここ数年，世界の定航海運界はアライアンスと言う戦略的企業間提携を主軸に、競争力の強化を競ってきたわけであるが、そこからさらに．一・燗･み込んだ今回の買収が、その流れに投じられる大きな一石となることだけは確かであろう。2，米国海運政策に対する影響　さて、アライアンスに対する影響はさておき、今回の買収により、自国船保護のためにとられてきた、米国の海運政策が見直される可能性が囮圃強くなってきた。　米国籍船に対する助成措置の骨格を成すものは従来のODS（Operation　Di丘erential　Subsidy；運航差額補助）に代わり、1996年に成立したMaritime　Security　Act　of　1996に基づく運航補助制度（Maritime　Securlty　Program；MSP）である。運航補助制度は、自国船の外国船に対する競争力を確保し、有事の際に軍事目的に転用できるの海上輸送能力の確保と自国船員の保護を目的としたものである。運輸長官が認めた米国籍船47隻に対して、王隻あたり年間約210万ドルを支給する形になっている。　一一昨年の18kes、　APLの買収に際しては、買収後の新会社が米国に設立した船舶の保有会社から船舶をチャーターする形で、運航補助を受け取れる仕紐みとした。今回も、同じようなかたちで新しい‘‘Maersk−SeaLand”は運航補助を受け取ることを計画していると報じられている9　海事法の改定により、競争原理の徹底を定航海運に追る・．一方で、安全保障の見地から運航補助を自国船に対して行う米国の海運政策は、そもそも矛盾を含んだものである。競争原理の徹底が結果的には新たな雇用を生み出すとする立場に立ちながらも、雇用を確保するために補助を行うことは原理的には相容れない政策であるからである。しかし、自国船が存在し安全保障上有効であるとの認識がある限りは、その綻びもそれ程目立つものではなかったと言えるであろう。事実、湾岸戦争の軍事物資の輸送において、米国商船隊の貢献は大きく評価されているところでもある。　しかし問題は、今回の買収により、運航補助を受ける47隻のうち半数以上の31隻が米国外の船社によって支配されるところにある。新会社によって運航される対象船が、米国籍を維持し、米国船員を配乗しつづけたとしても、過半数以上が外国船社に実質的に支配されている船隊により有事の際の安全保障は確保されるのか、疑問無しとせずとの声が米国内で起きている。今後、自国船とはなにか、安全保障上必要な輸送力は如何にあるべきか、との議論が展開されることになろうと考えられる。　日本と同様、米国においても海運に関する認識はおしなべて低いようである。健全な財政と好景気のおかげで、この運航補助やその他の保護措置（内航海運の保護や造船資金の債務保証等）はあまり国民的論議を呼ぶことは無かった。しかし今回、Sea　Landという、ビッグ・ネームの船社が買収されることで、米国の海運助成制度を始めとした海運政策が見直される可能性が出てきたわけである。　米国内における海運に対する認識、関心が高まると言う面では好ましいことではあるが、それが始まるのは米国籍の主要外航船社が実質的に無くなる日であると言うのは、なんとも皮肉なものである。せんぎょう　平成11年10月号．∫＼石炭の需要増により不定期船市況も堅調1こ推移一電力業界の動向が今後の海運市場に与える影響について一　本誌平成11年7月号では、電気事業連合会小泉氏執筆による「今後の電力需給の動向と燃料」を掲載したが、そうした電力業界の動向が海運市場にどのような影響を与えるかについて、�鰹､船三井高橋義和石炭船部長に話を伺った。（D　日本向け電力用海外一般炭の需要　　動向Ans　エネルギー源の中で石炭の地位を整理す　　れば、他の電力用燃料に対する優位性とし　　て、�@豊富な埋蔵量、�A経済性、�B供給の　　分散、�C開発の容易性、�D調達の利便性等　　からして、特に石油と比較して価格の変動　　が少ないということが考えられ、小泉氏も　　その記事中でおっしゃったように、「化石　　燃料の中で最も経済性に優れている」と言　　えると思います。しかし、その反面環境特　　性では、二酸化炭素排出量で石炭を10とす　　ると、石油8、LNG　6と劣っているため、　　環境問題との絡みで環境コストを幾等計上　　しなければならないのか、そのコスト如何　　により今後の計画に大きなインパクトを与　　える要因になるのではないでしょうか。�A　石炭輸送の現状Ans　世界のドライバルクの貨物別輸送量は表　　1のようになっているわけですが、この10　　年間の輸送量の伸び率を見ると、バルク貨物全体が19％増となっている中で、一般炭だけ見てみるとその伸び率は77％増と著しい伸びを示しており、今後もこの傾向は続くと思われます。その背景には、アジア地域における石炭火力発電計画が、この数年の通貨危機による経済の停滞で遅れはあるものの、2次産品の生産が大きくアジアにシフトしている現状、また、最近のアジア表1世界のドライバルクの貨物別輸送量　　　　　　　　　　　　　　　（百万トン1GRAINIRONnRECOKINGfOAL続rEAMbOALOTHERSTOTAL1989235．1372．8163．8161．4369．81，302．91990226．8351．5164．3180．3364．91，287．81991237．0364．4173．120Q．0361．11β35．61992239．3331．5163．5211．9366．81，313．01993228．1359．0164．1204．5397．51，353．21994226．7384．3164．522G．7423．6L419．s1995234．3407．7171．8250．3440．11，504．21996232．1396．2172．3264．2441．7L506．51997241．3433．6181．7275．2453．01，584．81998241．9411．9170．2285．2442．01，551．2Sou【℃e；MSINote：Others　only　hlclude　cargo　carried　in　bulk．せんきょう　平成11年10月号囮経済の立ち直りから、今後電力需要はますます大きくなると思われるため、特に安価な石炭火力の選択は続くと考えられます。　．．一方、欧州向け石炭輸送量が伸びる要因は、各国政府の石炭業に対する公的助成の削減による国内炭二一上昇により、電力用燃料は、輸入炭にシフトするか、LNG等その他の燃料になるかですが、ドイツでは輸．入炭の増量を図っています。これはアジアの石炭需要落ち込みの中でF．OB価格が低下したオーストラリア炭の購入増に良く現れています。（3）電力輸送の主体Ans　日本の電力業界における竃力用一般炭の　　需要予想は、小泉氏執筆の記事（表2参照）　　によると、COP　3（気候変動枠組み条約第　　3同締約国会議）の京都議定書の（温室効　　果ガスの削減）数値目標というファクター　　を加味しておかなければなりませんが、　　2008年度には1998年度推定実績の約5割増　　しのおよそ8，200万トンとなることが予想　　されています。　　　電力炭は国内炭の競争力低．下のため、ほ　　とんどは海外炭に依存せざるを得ないので、　　新規の大型石炭火力発電所の立地は臨海と　　なり、従って石炭輸送はそれぞれの港湾設　　備に対応して行われます。表2　所要燃料　（10電力・卸電気事業者・卸供給事業者その他）　　　　　年　度�戞別　．1998年度i推定実績｝ZOO32008行　　炭　（万t）4，7287，183・，236iLNG　（万t）3，5743，855・・7671石　　油　（万kD2，463　　　LQ，6042，547i　　　し　主な発電所の最大入港可能船型は表3の通りですが、基本的にはパナマックス型からエ50型で、90型が主力となるでしょう。（4）船腹需給Ans　安定輸送の確保と同時に経済性を求めら　　れている電力業界にとって、また石炭火力　　の電1源に占める比重が大きくなっていく中　　で、今後石炭火力はこれまでのようなベー　　ス電源だけでなく、ミドル電源、あるいは　　ピーク電源（資料参照）的な役割を担う必　　要が出て来ると思われます。そうなれば、　　量の上で石炭の弾力的購入が必要となり、　　引いてはそれが今までの中長期の專用船・表3　最大入港可能船型1　　　　（MT　　LOAc、〜q’@　　i！LT）1（M）DEAMkM）DRAf「r@〔M）苫　　東　　　　　」X万トン綴　　　　　圏250．0043．0012．60@　　i能　代89，999　　LT240．0043．0012．72…@　」酒　　　田　　　75，500　　LT230．0036．0DlL80　　　　　1梶@馬い9・999LT240』D43．0012．60原町1・・．999LT240．0043．。・i】2，6・常陸那珂139，999LT280．0047，。oi】6．30七　　尾92，785LT249．00143．00　　　　L】2，．ア2富1．1噺港92，785LT280．QO　43．oo玉250敦　　賀92，785・Tl・8・．・・43．0012．72碧　　南9。脚IMT　25。．。。43．ooU．80三　　隅89，gggiLT　235，00　　　　置43．0012．72橘　　港149，ggglLT　275，。。47．0012．72竹　　原　　　　トW8，000　MT　　240，0043．0D　　　…P3・72「松　　浦149，999　　LT280．00・17』016．30松　　島　　86，068MT240．003＆0014．00苓　　北　　69，999LT225．0032．0013．00具志川　　76，500LT23〔〕，0036．0012．72石　11r180，000　MT225．0036．0010．00せんきょう　平成／1年10月号）専航船の比率を50％より低減させる可能性が強くなると考えられますが、中長期の専用船・専航船はこれまでと同様、今後も経済性からしてトン当たりの建造コストが最小となる各発電所の最大船型でカバーされるのではないでしょうか。　また短期（1年以内〉のCOA（Contract�JfA缶eightment；長期船積み契約）及びSPOTについては、その50％強がパナマックスの市況でカバーされるとして、単純な机．ヒの計算ですが、1998年度の電力用一・般炭4，7QO万トンの50％が市況に出たとして360航海、1隻で年間10航海輸送可能とすれば、36隻が必要であり、2QO8年度の所要資料：電源の組み合わせ（イメージ図）ピーク供給力ミドル供給力べ一ス供給力　　　　　0　2　4　6　8　1012141618202224時電源設備を供給力の面から見ると、1）つねにほぼ一定の出力で運転するベース供給力、2）需要の変動に対応して稼働し、主にピーク時に必要な供給を行うピーク供給力、3）両者の中間の役割を持つミドル供給力、、の3つに大別されます。ベース供給力には原子力、石炭火力、流母式水力、地熱を、ミドル供給力にはLNG・石油火力を、ピーク供給力には石油火力、調整池式・貯水池式水力、揚水式水力をそれぞれあて、つねに安定した電力供給を行っています。〔出所＝電気事業連合会「電気事業の現状1998−1999Pせんきょう　平成11年10月号表4　バルクキャリア現有船腹量の推移1995年末1997年末】．999年7月末　船型k．千DWD隻百万cWT隻　’D万cWT隻百万cWTlO−30型R0．一・・50型T0−80型W0−100型P00−150型P50型以上2，091P，534@s95@　33@252@15346．8T8．6T7．5Q．8R3．3Q8．52，268P，768@980@　47@214@26149．6U9．6U4．7S．1Q9．0S6．32，188P，769Dし帆7@　41@19工@28848．0V0．4U8．GR．6Q6．3T0．9計4，958　227．55538263．35，494267．2出所：DREWRY燃料として見込まれている8，200万トンを同じように計算すると、630航海、63丁目必要となります。なお、世界のパナマックスの船腹量の推移は表4の50−80型の欄の通りで、市場としては十分成熟しておりますので、その時の市況如何にはよりますが、適度な船腹の供給はあり、傭船料の高低は別として、電力業界にとって安定的な船の調達は可能と思われます。　1999年7月末現在でユ，017隻のパナマックスの．市場に、今後10年間の電力用一．一般炭の需要が増えることによる27隻の需要増が、傭船料率にどの程度の影響を与えるかは説明が難しいところですが、この需要増以外の要因の方が圧倒的に影響が大きいと考えるのが順当でしょうし、全般の需給の分析の中で説1月されるべきだと思います。囮囮9c。＾ごミミ亀9∈｝．4礁便り　本誌平成11年4月号で御紹介したトン数税制が英国においても導入する事が決定しました。大蔵大臣の命を受けたワンマン諮問委員会であるロード・アレキサンダーの答申書が提出され、労働党政府がこれを受け入れる事を表明したからです。この答申書が発表された8月12日の英国の海事関連業界は、一寸した興奮状態でした。業界紙ばかりではなくタイムスとガーディァンとかいった高級紙も「ここ20数年来の快挙である」「船員出身のプレスコット副首相は海運界のヒーローとなった」或いは「英国海運のルネッサンスである」と言った調子です。ついには「英国海運にとってヴァイアグラに相当するトン数税制は一」といった記事も出る騒ぎです。　英国船舶職員組合にいたってはロード・アレキサンダーを古のアレキサンダー大王になぞらえる程のはしゃぎぶりです。勿論それには理由があって、既にトン数税制が導入されているオランダやノルウェーと異なり、英国の制度にはこの優遇税制を受ける場合、条件として自社船に乗り組む職員15人につき1名の訓練生を3年間に渉って採用する必要があるからです。英国の場合、日本と違ってまず船社が訓練生を採用し、その後商船学校に送りこむわけで、出社に採用してもらわねば乗船笑習の機会もありません。船引に代わり、各種の団体が船員志望者に奨学資金を提供する制度はあり、この場合この団体が船社と取り決めを行い乗船研修の場も提供します。いずれにしても「始めに採用ありき」ですから、船社に採用を義務づけたのは組合にとって大きな勝利と言えるのかも知れません。　過去四半世紀の間に英国の商船は1600隻強、5千万DWTからわずか250隻弱、230万DWTに落ち込み、船員も亦6万人強から1万8千人組となってしまい組合の危機感たるや相当なものがあります。　勿論商船学校や各種の教育訓練施設も訓練生の増えるのは大歓迎で、過去数年間の訓練生の減少により施設も縮小を余儀なくされていた為、訓練生が大幅に増える事により受け入れが困難になるのではないかと危惧されましたが、インタビューに応じたグラスゴー海事大学の学部長は胸を張ってどんな御要望にも応じますと言いました。　船主側はどうでしょうか。かつて運輸大臣と共同でタスク・フォースの議長を務め長らくこの優遇税制導入のキャンペーンの先頭に立ってきたP＆0の会長であるロード・スターリングはトン数税制導入のニュースを聞くや、支配下にある50隻以上の外国籍船を英国旗に戻す、訓練生も倍増すると言明しました。5Q隻の中にはプリンセス・クルーズの旗艦とも言うべき現在世界最大のクルーズ客船グランド・プリンセス号（109，000GT現在リベリア籍）も含まれているとの事ですから、いやがうえにも興奮は高まりました。　又、ジェームズ・フィッシャー・グループの会長で昨年の英国船協の会長であったコップ氏はトン数税制キャンペーンの先頭に立った人ですが、トン数税制により来期の業績は大幅に改善するとの見とおしを発表し、同社は絶対にトン数税制を採用すると言明しました。　さて、冷静といわれている英国人をかくも興奮させたトン数税制について少しみてみましょせんきょう　平成11年10月号（グランド・プリンセス号う。この税制については現在のところアレキサンダー答申書しか出ておりませんので、これによる事にします。　4月号でも説明しましたが、トン数税制と言うのは、従来の法人税に換えて課税所得を運航船舶のトン数をベースにした固定率によって決めるもので、船社は営業利益やキャピタルゲインに関わり無く、その運航船腹の規模に応じ一定の税を払う事になります。これにより船社は長期的な経営田面を立てやすくなると共に、課税率によっては相当な節税になるわけです。英国で導入しようとしているトン数税制は今まで最も成功した例と言われているオランダの税制に倣ったもので、草案で提案されている課税率は　　純トン数　　　100純トン数／日当たりの課税所得　　　1−LOOO　l，001−10，000　ユ0，001−25，00025，001以上となっています。£0，60（約108円）£O．45（約81円）£0．3D（約54円）£0．15　（糸勺　27FLJ）　こうした数字に基づき船社毎に自社の長期的な戦略をたて、トン数税制を取るか従来の法人税を取るか決めるわけです。オランダの場合多くの船社がトン数税制を採用しているといいます。　このように熱狂的に迎えられたトン数税制ですが、少し落ち着けばまだまだ細部を詰めなければならない問題が出てきます。その一つが未払い償却（BALANC−ING　CHARGE）の問題です。この取扱いに関する明確な規則が出来ないと本当に船社に有利になるかどうか判明しないといいます。　訓練生の採用の義務は英国で始めて取り入れられたものですが、これは船主はともかく組合を始め海事関係団体のもっとも大きな目標であったわけで、訓練生を増やし優秀な英国人船員の海技の伝続を継承し、海事関連産業の世界のセンターであるマリタイム・ロンドンを支える入子を確保するという大義名分があります。訓練生の採用は商船学校における座学や乗船研修中の費用など船主が負担するわけですが、訓練生の養成期間中はSmartスキームと呼ばれる訓練補助費が政府から支給されますし、この訓練生との契約関係は養成コース終了時に満了し、その後は雇用の義務はありません。しかし何といっても若い前途有為な青年を採用して3−4年にわたって教育訓練するわけで、雇用の義務が無いと言っても教育訓練が終わればそれで終わりと言うわけにはいかないと思われます。四人を採用し監督し教育訓練を施すのも費用もかかれば管理の負担もかなりあると思います。　先目のICS（国際海運集会所）の理事会で、英国の代表でピピーラインの社長が、トン数税制を説明するにあたり、「この税制のthorny　point（トゲ）は訓練生採用の義務である」と言ったのが心に残りました。良心的であればあるほどやはりいろいろな意味で負担にもなるのでしょう。　ともあれ関係者の長年の熱意が実って英国海運再生への道が力強く踏み出したのは喜ばしい．事です。　　　　　　　（欧州地区事務局長　赤塚宏一）せんきょう　平成11年10月号囮・悪グぐ，．c　ノ》い・凹ぐ覧義．��磯蓋●’黙憾：畢1．』，し　　　　　ノ　　　　　　　　　モ　　　　　　　麟冷艦ζ．　　　　らボド　　　ご　昏　　　　　　　　　　　　　鱒一　就蜘…瞬蟻　∴い．蕊隠避聯繋　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　サ難　　板部から’番総浸水力｛賠さ縫・直ちに各　　　　　　部へ総員部署配置を命じる。　　　　　　　艦内通路を走って現場に行き、1番胎の右舷　　　　　　側外板部に亀裂の発生を認めた。　　　　　　　昨夜遅くなって、風波が一段と強まりうねりも高く　　　　　　なったので、機関の回転数を落とし、船体の受ける　　　　　　衝撃を少なくして安全運航に努めていた。　　　　　　　いろいろ思い返すが、厚く頑丈な外板にひびが　　　　　　入るようなことは考えられない。　　　　　　　だが現実は、1番胎内に満々と水が入っている。　　　　　　どうして、どうして、と疑問が空回り。v〆〆〆〆〆〆元大同海運・ジャパンライン船長南義光「し　何はともかく、右舷側に破孔が発生しているのだから、風とうねりの噛み付いてくる舷を左にするべく、船首を右転させた。　機関室にも現況を説明して，舵が効く最低の回転数まで．下げて速度を落とす。　甲板部には1番槍のビルジウェル（※）からの排水が、可能か否かのテストを命じる。　10年前に当社の鉱石積専用の巨大船が、同じ海域で沈没したことも脳裏に蘇って来た。　その当時、北太平洋の魔の海域と恐れられ、SOSを発した船で、その後その海域で船影を見ることはなかった、と伝えられていた。　陸地では日本列島が一番近いが、北西から真西に至る方向から吹き付ける風は、高波となり大きなうねりとなって本船に襲いかかるので、脇目もふらずに前進するのは難しい。　風波を船尾側から受け、船体衝撃を弱めて走る方法がないこともないが、太平洋の全航程に近い長距離を再び戻らなければならない。帰心矢の如き乗組員の士気を殺ぎ取ることにもなりかねない。　どの方法を採用するのが最良の途であるのか、皆目見当が付かない。　間もなく、胎内の海水のポンピング・アウトが可能、と報告された。　よし。その状態ならば、死滅へ引き摺り込もうとする悪魔と、吾々が信じ．吾々を加護して下さる善神との網引きは、ほんの僅かかも知れないが、善神の霊力が優っているらしい。　吾々は精神面でも一致団結して、人事を尽くして天命を待つ。それ以外に活路はないと腹を括った。　本社には事故発生とその後の状況の進展を逐一報告し、航空機による救援を先延ばしにして貰（せんきょう　平成／1年10月号．9、〆漕・試〆ダー〆〆ピ・・試航が・・♂〆漕ボ〆漕♂）wi7つの海のこぼれ話覧」猷■■σ．●’転瞬，覧いながら、本船の自力航行に徹した。　その後の調査で、1番膳右舷外板の溶接部が水平方向に約7メートル切烈し、フォア・ピーク・タンク（船主部バラストタンク）にも協約4メートル破孔という鉤裂きが生じ、合計約800トンの海水を呑み込んでいたことが分かった。　よくぞ沈まなかったものだ。神のご加護以外に考えられな．い。　ここで船長が弱気を出しては罰が当たろう。　高さ20メートルを越し波長200メートル前後のうねりの大時化の中を、本船のスピードを調整して、うねりと本船の縦横動の周期とのバランスを取り、衝撃を極小にするのは難しい。　ジェットコースターに乗っているように、トットッ、トットッとゆっくり上昇して行き、一番高い所で止まったような感じがした後、人間に恐怖心を起こさせ、それを楽しむかのように、逆とんぼを打って下降する。　コースターと違うのは、船はその下がり切った時に大きな衝撃を受け、船体折損の危険を生起させることであると共に、この運動の繰り返しが、いつまでもいつまでも続くことである。　その時点から先の船長の行動は、乗組員の興味を痛くそそるものだったらしい。　操舵室前壁の窓枠に両肘’を突き、双股を開いて船体縦横動と衝撃に対して調子を取りつつ、前方の海を一心不乱に見詰めているのだから。　乗組員は代わる代わる船橋に顔を覗かせる。　今朝は振り向いてもくれなかった。沈没の危険が迫っているんじゃないか。＼舞＼舞、＼．。，。笑顔。。た．危険。去。た、い�`　参　今夜は食事を大分残した。又危なくなったらしいそ。　2日目には風の方も連吹に息切れしたか、一　　．＼時期少・ばか・うね嚇・・な・たので、椅子・藩腰掛けて仮睡した。15分目かりだったらしいが、船長が休息を取るぐらいだからもう大丈夫だ、と宣伝して回る者もいたと聞く。　　　　　　　　　　　　　：＼　後で聞いた話だが、船長の一挙手一投足が、乗組員の不安感に火を付けたり、生への希望を燃え上がらせたりしたらしい。　石に薔り付いても、船の沈没を避け、尊い乗組員の命を守り、併せて貨物の損傷を少なくすること　　＝：嵐に腐心した。2。甘酒顯に多く嫁族のいる　欝ことは、一刻も頭を離れなかった。　左舷側から風とうねりを受けて走るので、船首は北海道を向いたり、千島を指したりもした。　　　　　　＼…ね・・強さを見・反転し…尾か…か蓉けられるように南下もした。　広い太平洋を大きくジグザグ・コースを取りながら、その時その時の時化の強弱を見極めつつ、少　　　、し無韓菰議灘淵轟詮夢着くことができた。神のご加護とそれを支えた乗組員の士気の結集昂揚があったればこそと感謝した．（※ビルジウェルー船内に溜まった汚水を溜める船底部　分にあるくぼみ）せんきょう　平成11年1．0月．号「船協海運年報1999」の刊行について　当協会では、毎年、当．協会の業務活動報告を通じて世界およびわが国海運の動向を記録した「船協海運年報」を作成しておりますが、今般、1999年版を刊行いたしました。　1999年版では、新たに各章ごとの概略を示した「この章のポイント」（下記参照）というコーナーを設けております。　ご希望の方は、当協会総務部広報室（TEL：03−3264−7181　FAX：03−5226−9166　e・mail＝pub−G皿ce＠三saRet，orjp）までお問合せ下さい。「船協海運年報1999」一口章別ポイソトー1．海運政策　・国際船舶への日本人船・機長2名配乗体制実現に向けて外国人’承認制度の具体的な運用方法が固まる。　・当協会は国際的に同等の競争環境を実現するため、関係省庁に規制緩和を要望。　・1999年度税制改正において、船舶の特別償却制度が現行のまま2年間延長。2．国際関係　・第8回アジア船主フォーラムを、当協会の主催にて、1999年5月24日に東京で開催。　・外航般畝間協定に対する独禁法適用除外に係わる海上運送法の一部改正が、1999年7月23日より施行。　・個別S／Cの締結を可能とするとともに、その内容を非公開とすることなどを骨子とする1998年米国　外航海運改革法が、ユ999年5月1目より施行。3．法務保険　・船客の死傷等の場合の船主の賠償責任に関する強制保険制度等についてのIMOにおける検討の進捗　　状況。　・新アレスト条約が国連外交会議において採択。4，物流システム　・次期SEA・NACCS稼動予定日（1999年10月12日）が決定。　・港湾関係諸手続きの電子情報化（EDI化〉の進捗状況。　・国際貨物コンテナ所有者コードに係る国内登録機関事務局業務について。5．港湾関係　・米国行政府が発表した港湾サービスユーザーフィー制度法案に対し、CENSAを通じ反対を主張。　・パナマ運河のパナマ政府への返還に先立ち、運河委員会との意見交換。　・国政審が港湾運送事業の規制緩和に関する最終答申。　・1999年5月28日、FMCが日本の港湾慣行の改善を促すために邦船3社に課していた制裁措置規則を　　撤回。　・港湾審に「経済・社会の変化に対応した港湾の整備・管理のあり方について」が諮問。　・秘教審が1999年7月より横浜港σ）強制水先対象船型（除危険物船）を3，000トンに引き上げる旨の中問　　答申。6．海、ヒ安全と環境保護　・東南アジア海域を中心に組織化、武装化及び凶悪化した海賊事件が多発。　・1998年8月31日、北朝鮮が弾道ミサイルを発射。当協会は、運輸　大臣及び外務大臣に対し再発防止の要望書を提出。　・1998年10月22日、京葉シーバースで官民合同流出油防除訓練を実　施。　・船底塗料やバラスト水管理規制などの環境問題に関する検討進む。　・経団連環境自主計画にCO　2削減目標10％を提出。　・コンピュータ2000年問題がクローズアップ。　・1999年2月1日からGMDSSが完全実施。7．船員労働　・ホワイトリスト審査（1995年訂CW条約）の進捗状況。　・安教審が船員教育内容に関し、甲機両用教育の廃止等を盛り込ん　　だ中間答申。　・1998年5月27日、船舶職員法の一部改正法が公布。　・船中労に、国際船舶制度に係る船員関係法規の…’部改正が諮問。8．内航海運　・1998年5月に導入された解撤等交付金制度と建造等納付金制度を　　柱とする「内航海運暫定措置事業」の進捗状況。9．調査および広報・各国の定航大手出社を対象とした海運経営者マインド調査を実施。爺：．．せんきょう　平成1／年IO月号（．）海運　　曇士日　　口心τ日　運輸省は、航船社の運航する外航船舶に　対する海賊襲撃事件防止策を検討する官民　対策会議の第3回会合を開催した。会合で　　は、当協会が策定した海賊被害防止対策の　　指針等について話し合われた。　　（本誌平成11年8月号P．2シッピングフラ　　ツシュ参照）2日　運輸省は、学識経験者らをメンバーとす　　る「国内旅客船運送事・業サービス問題タス　　クフォース」の初会合を開催し、海上運送　　法改正後の運賃制度のあり勲等について意　　見交換を行った。6日　運輸省は、今年8月分の新造船建造許可　集計を発表した。それによると、国内・輸　　出船合計で18隻・57万9000総トンで、前年　　同月に比べ、10隻減、総トン数は61，2％減　　とそれぞれ減少した。16日　当．協会は、環境対策特別委員会の初会合　　を開催した。　　（P．2シッビングフラッシュ1参照）24日　IMO第45回航行安全小委員会（NAV45）　　が9月20日からロンドンで開催され、SO−　　LAS条約第V章の全面改正案等が審議さ　　れた。　　（P．6海運ニュースー国際会議レポート参　　照）誌9月28日　運輸省および当協会をはじめとする海運　　事業者団体等が参加する「船舶運航に関す　　る2000年問題対’策官民連絡会」の第3回会　　合が開催され、わが国海運業界における同　　問題への対応はほぼ完了し、航行安全確保　　に支障のないことが確認された。28日　運輸省は、内航海運活性化事業推進委員　　会の初会合を開催した。いわゆる「モーダ　　ルシフト」を進める際の具体的な課題や改　　善策の検討をするため、実態調査を行うこ　　とを決定した。せんぎょう　平成11年10月号パンフレット「SHIPPING　NOW　1999日本の海運」の刊行について　当協会では、毎年、日本の海運の果す役割と重要性を広く一般に理解いただくための広報パンフレット「S田PPING　NOW　日本の海運」を発行しており、今般、1999年版を刊行致しました。　このパンフレットは、わが国の経済と暮らしを支えて活躍する日本の海運の姿を写真やグラフを主体に分かり易く説明・紹介したもので、オピニオンリーダー層を中心に幅広い配布を予定しております。　ご希望の方は、当協会総務部広報室（TEL：03−3264−7181　FAX：03−5226−9166e−lnail：pub−of匠ce＠lsan醜oLlp）までお問合せ．．ドさい，　なお概要（本文の・一部抜粋）は以．．ドの通りです。　「SHIPPING　NOW　1999日本の海運」一概要（本文の一部抜粋）一．一●［豊かさの原点を支えるシーロード］　地球社会と調和する2］世紀の海運を目指して　．海の道を通じて運ばれる貨物の量は膨大です。／998年の世界海上荷動ぎ量は50億7．000万トンに上ります。さらに周囲を海に囲まれた日本の場合、エネルギーや食糧、工業原料などほとんどの貿易物資が船で運ばれ、その里は8億3．1］2万トン、世界の海上荷動ぎ量の16．496に達します。……●［暮らしを運ぶ］　船が支える生活輸入大国日本　・・食料品以外で1う、繊維原料の綿花や羊毛は100％が輸入依存。建材や紙の原料の木材も約80％を輸入しています。化学繊維やプラスチックの原料の石油もほぼ］00％が輸入依存です。衣料品から家庭用品、本やノート、マイホームまで、その原料のほとんどを私たぢは輸入に頼っているわけです。●［エネルギーを運ぶ｝　産業と暮らしの血液を運ぶ海のパイプライン　・・多様なエネルギーをバランスよくミックスし、限りある資源をより有効に活用することは、21世紀に向けての私たちの大ぎな使命です。日本の海運はそうした要請に応え、LNG、　LPG、石炭、石油製品など多様な輸送ニーズ［こ対応する新鋭の専用船を整備し、高い信頼性と安定した輸送力で、産業と暮らしの血液とも言うべぎ日本のエネルギー供給を支えています。●［産業を運ぶ］　国際分業の時代を支えるグローバルネットワーク　・こうした変化を背景に、近年、海運に対してよリグローバルでぎめ細かなサービスの実現が求められています。それは原料・部品の調達から生産、販売、さらに最終消費者まで、物と情報の流れをトータルにシステム化し、必要な物を必要な時に必要な場所へ確実に輸送できる、海運を中心に統合された高度な物流システムの実現です。．●［日本の海運の現況と課題］　日本商船隊の国際競争力強化をめざして　　・そうした動きを通じて、近年、日本商船隊の中核を占めるようになったのが、日本の海運会社が海外子会社を通じて外国籍の船を所有し、それを運航する形態　　いわゆる仕組船です。こうした船舶は、国際水準のコスト競争力を確保しつつ、メンテナンスや胎員の配乗など運航箇理面において日本籍船と同様の信頼1生と安全性を実現しており、日本商船隊の国際競争力強化の面からも、またわが国の暮らしと経済に対する安定した輸送力の供給という面からも大きな意義をもっています。・●［地球環境との共存を求めて］　環境に優しい安全な運航を目指して環境負荷の軽さという点からみて、船は最も優れた輸送機関です。海洋という天然の輸送ルートを使．う船は、道路や線路を必要とする陸上輸送機関のように、自然に手を加えることをほとんど必要としまぜん。また一度に大量の貨物を運ぶことで、単位貨物当たりのエネルギー消費量は極端に少なくて済みます。これは同時に単位貨物当たりでみた場合の窒素酸化物や二酸化炭素の排出量も相対的に少ないことを慧味します。……入類のかけがえのない資産である海との共存　　2泄紀に向かう地球社会の一員として、環境に優しい安全な運航を目指し、日本の海運はこれからも大ぎな努力を注いでいぎます。●［内航海運の活躍］　日本列島を結ぶ吻流の大動脈　　輸送トンキロ（輸送量x距離）でみれば、わが国の国内貨物全体の4296が内航海運によって運ばれ、そのうち80％以上が石油温品、非金属鉱物、金属、セメント、砂利・砂・石材、機械、石炭といった産業に不可欠な品目によって占められています。その活躍ぶりは、まさに日本の暮らしと産業を支える国内物流の大動脈と言うにぶさわしいものです。．．．．．「「●［ニューテクノロジーへの挑戦］　先端技術が切D開く2］世紀の海運高性能マリンレーダーやECD［＄（電子海図情報表示装置）、自動航行機能をもつオートパイロット、航海情報と警報をグラフィック画面で集中監視するブリッジモニター一一多彩な装置群を人間工学的に配置したBS（統合ブリッジシステム）には、最新の電子技術やコンピュータ捜術によってインテリジェンス化された高度な航行支援機能が満載されています．・．．．．・●［日本猿船隊の安全と信頼を支えて］　日本商船隊の高度な海技を世界に伝える　　・そこでクローズアップされてくるのが、El本商船隊の信頼性を支える優秀な外国人船員の育成です．近年、そうした観点から．日本の海運企業が海外で船員訓練施設を運営する動ぎが活発化しており、さらに国際的な船員不足に対応して、日本を始めとする先進海運国が、中国や1日ソ連圏に船員供給のルートを拡大する動きもみられます。……せんきょう　平成11年IO月．．号日■■9月の定例理事会の模様（9月22日、H本船主協会役員会議室において開催）会員異動○退　会　平成11年8月31R付　　有村産業株式会社（京浜地区所属）　平成1工年9月22目現在の会員数121社　　（京浜地区所属78社、阪神35社、九州8社）政策委員会関係報告事項1．第5回日台船主協会会談について　（P．4シッビングフラッシュ2参照）港湾物流委員会関係報告牛蝿1，米国港湾サービスユーザーフィー制度について（1｝HSF法案は、本年5月26日号、．．ド院に上　程されたが、その後審議は進んでいない。　米国0）荷主団体やEC等、或いは国会議員　　も法案に強く反対しており、IO月29日に閉　会となることもあり、年内に成立する可能　性は極めて低い、と考えられるが、米国行　政府が利用者負担との基本方針を明らかに　　している以上、船協としては、現在行なつ　　ているCENSAを通じての反対運動を基本　　にしながらも、更に、様々なチャネルも使　　って、粘り強く活動を続けてゆく必要があ　　る。　（2｝回船祉／船主協会の木件についての従来　　からの基本的スタンスは二　　�@港湾は、物流インフラの根幹として国　　　家・地域経済の発展に資する公共財産でせんきょう　平成ll年10月号　あり、費用については、基本的には国家　予算から全額充当されるべきである。�AHSFは、米国における水路・港湾の　凌漂、開発、運営、維持管理の莫大な投　資や費用を、国際商船運航会社に負担さ　せようとするものであり、船社経済に大　きな影響を及ぼすのみならず、自由貿易　を阻害するものである。　　というものであるが、今後、運輸省（外　航課）などとも歩調を整えてゆくことや、　米国通商代表部（東京）などに対し、反　対の意思表明を展開してゆくことを想定　して、上記「基本的スタンス」を確認し　つつ、�B　真のユーザーフィーの在り方について、　ユーザー等の意見を聴き、慎重な議論を　するよう、強く要望する。　　ということを明示しながら反対を続け　てゆくことについて現在、事務局にて、　検討中である。そもそも、ユーザーが負　担すべき料金というものは、極めて限定　的であるべきであり、ユーザーである船　社にとっての、最大限負担可能な範囲等　について、フィーの使途、負担者の妥当　性等についての議論ぬきの立法は断固受　け入れられない、というものである。　　尚、�Bについての、より具体的な議論　の内容については、今後、CENSAやEC　の意見も踏まえ、邦船町等の意見の集約　をはかってゆくこととしたい。執務委員会関係報告事項1．海賊防止対策について（本誌平成11年9月号P．6シッビングフラッシュ参照）工務委員会関係報告事項1．2GOO年問題への対応について環境対策特別委員会関係報告事項1．第1回会合（幹事会合同）の開催　（P．1シッビングフラッシュ1参照）2．経団連環境自主行動計画への対応について　経団連では、地球温暖化問題等への取り組みとして、各業界団体による環境自主行動計画を取り纏めており、毎年見直しが行われている。本年は第2回目の見直しとなるが、政策委員会および工務委員会では、これに対応するため、昨年同様、会員会社に対し運航船舶における燃料消費量等の調査を実施した。その結果、昨年度と比較して輸送貨物量が若干減少し、燃料消費量が微増となったものの、1990年度に対する1998年度の輸送貨物量（トン〉当たりのCO　2排出量は10．1％減であった。　当協会は、1990年度に対する2010年度の輸送単位当たりのCO　2排出量を10％削減する目標を同自主行動計画に盛り込んでいるが、この検証や解析を行っていくためには、継続的に各種データを蓄積していく体制を確立する必要があることや、輸送単位の指標に「トンマイル」を用い輸送効率の面で実態を反映できるようにするため、当業界としての今後のデータ収集方法や調査項目の内谷等について、関係委員会・幹事会において早急に検討することとしている。海運関係の公布法令（9月）�炎O航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行　　規則等の一部を改正する省令　　（運輸省令第41号、平成11年9月30日公布、　　平成H年10月1日施行）国際会議の開催予定（11月）IMO第21回総会　n月15〜26日　ロンドンASF船員委員会第5回中間会合　11月22〜23日　ホーチミンASF第6回航行安全委員会　ユ1月29ロ　ジャカルタ「ナビオス横浜」がオープン　本年10月9日、横浜の「みなとみらい21」新港エリアに、横浜国際船員センター「ナビオス横浜」がオープンしました。　このナビオス横浜は、国際化著しい船員労働環境をとりまく今日的要請に応え、全ての国の船臨NAVIOS　YOKOHAMA員が廉価で利用できる施設として、当協会をはじめ、神奈川県、全日本海員組合等の支援のもと、�挙�本船員厚生協会が横浜市との共同事業として完成させたものです。　愛称の“ナビオス”は、ポルトガル語のナビオ＝船とオアシスの合成語で、広くたくさんの方々にご利用頂ける場として、親しんでもらえるようにとの思いが込められています。（一般の方も利用できます）施設概要：シーメンズクラブ（バー・ラウンジ）、和・洋　　　　］35室、会議室、宴会場、レストラン場　　所　JR桜木町駅より徒歩8分ご予約・お問合ぜ先：045−633−6000（せんぎょう　平成11年10月．号せんきょう　平成ll年10月号　　　　　　　灘　塩?^系充言十　　5　，　．、　一　　ご「．．皿　　　再、、L−「．．甲■1，わが国貿易額の推移（単位：10億円）年　月輸　出輸　入入府出超前年比・前年同期比（％）（FOB）（CIF）輸　出輸　入198029，38231，995△2，61230．432．0198541，95631，08510，8704．0▲　　3，8199Q41，45733，8557，6G19．616．819954L53031，5489，9822．612．3199750，9374σ，9569，981．13．97．8199850，64536，65313，911▲　　o．6▲　　10．51998年8月4，0143，1218922．0▲　　3．094，5973，0541，5423．9▲　　9．1104，3813，0151，366▲　　5．7▲　14．8113，6822，789893▲　12．8▲　ll．8124，1292，7141，4工5▲　ユ2，221．71999年1月3，4512，692759▲　10．6▲　22．023，5942，657937▲　12．2▲　　5．734，3052，9951，310▲　　6，2▲　10．644，0232，9791，0頑4▲　　7．4▲　　4．653，5612，733828▲　　ll．9▲　　3．264，0962，9181，178△　　5，7▲　　6．874，2192，9701，249▲　　7．5▲　　8．683，7383，036702▲　　6．9▲　　2．82　対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）年　月脚欄最高値最安値1990144．81124．30160．101993ユll．19100．50125．751994102．2496．45109．00199594．0680．301〔〕4．251996108．7998．05110．311997121．00／11．35131．251998130．89l14．2514．7．OO1998年9月134．59131．05139．801o121．30工14．25136．7511120．58115．30123．6512117．54115．30122．701999年1月U3．18110．35l16．202116．66112．15121．753119．78117．45123．354l19．81117．95121．955122．ユ／120．15124．326120．90118．12122．207119．86115．201．22．658l13．40110．82l15．609107．57lO4．48110．93（（注）　通関統．計による。3．不定期船自由市場の成約状況〔単位：千M／T）区分航海用船，．圏P周期用母｛�eA　　．計連続航海シングル（品　目別内　訳）年次口　　　　　lr航　　海穀物石炭鉱石　　　　「Xクラガ砂糖肥料その他TripPeriod1993172，7688，470164，29856，03342，16959，1674082，3533，357811108，54626，0031994180，97811，264169，71444，99344．，25168，2992，6343，4774，430L630176，40746，8761995172，6424，911167，73148，77552，37157，2611，5261，9415，054803154，80249，0611996203，4072，478200，92954，37469，50966，5398983，2515，6Q1．757144，56．129，8／51997195，9962，663193β3346，79267，19266，551王，0693，724アβ12693160，46843，2401998186，1971，712184．，62141，93369，30164，9948363，8002，499L280136，97224，7001999　115，95343015，5232，8逓38，2693，751743051001811．／，8431，632216，1030／6，1033，2466，7945，5441102276212012，1672，146312，092012，0922，7394，5244，37402477912913，8604，96341／，1492511，1242，4513，7934，3570／83340Q12，1532，5．75510，200o10，2002，87S3，5123，4460130182529，5122，041611，616D11，6162，51ユ3，6724，944O26210512211，112L419714，862o14，8623，30D4，5156，5380241268013，9442，8078910，474P2，268127@010，347P2，2681，996P，7664，198S，5383，620T，528oo360Q42113P9450BillO，669@　14，0988，523R，209〔〔注）�@マリタイム・リサーチ社資料による。�A品目別はシングルものの合計。�B年別は暦年。せんきょう　平成11年10月号隙濃雲ミ曇黙；ミ黍ミミ．1ミ§ミミ蕪隷罷羅罫繋ミ署ミミ黙薫黙烈・難・難：聡灘ミミ欝滋ミ蕊ミミ§遣匡u　R．置一）「原油1ペルシャ湾／「1本・ぺ評レシャ湾／義脚15D1αQペルシャ湾／日本／’＼　N，　　A、　ノ、、1　、r　’　ド、　　　ハ　　／　1　　！　　1♂　渇’〜、、馬　、／5G、1＼，、L」ペルシャ湾／欧米101ヨ94劇L9951996恥997旧ge19肥150100500ドル｝穀物〔ガルブ／lil本・北米西岸／「1イく・ガルフ／西欧）〔ド1の葡454040ガルフ／日本距35釦3D2525北米西岸／日本2D20ノ＼ノ　　　　1@　　　トt15ヨ5〆　／^／、　　　）「、、1＼@＼「r1010　＼ガルフ／西欧55o0旧94畳年1盲曲51996旧97199919994．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）1ペルシャ湾／日本ペルシヤ湾／欧米｛月次19971998工9991，997199819991最高最低最高1最低最高最低最iil訓最低目．了二」」謇最低最高最低1　　166．2562．0σ62．0050．OO67．5060．ア556，51）52．OO52．50．42．5062．5051．00ワ　1c　E66．50U9．OO58．59T8．0069．ooW2．0σ60．00U．ア．5072．50V0．0059．50T1．0052，5DTア，51）47．50T0．5D60．OOU7．5045．00T5．0065．ooU2．505D．　QOS2．．50467．5046．5072．5065．OO45．0035．0052，51）45．OO72．5055．0040．0033．50572．5061．5087．5069．QO42．5Q37．7559．5〔〕45．QOη．5G69．0047．5033．50676．5065．5075．DO62．5062．5045．0060．OD52．507ア．5056．5055．0037．50786．7568．5082．50ア4．7538．oo65，OI）50．0072．5065．0045．0036．75894．0085．0080．OO60．0040．0036．0067，51）65．0068．5052．5045．0036．00994．5072．5060．0044．0052．5045．7570．σD60．0056．0040．0052．5043．0010100．0089．0062．5052．5077．5D70．0055．0051．501182．OO75．0052．0047．5065．OO53．7544．001ワ75．0049．5062．．7548．00162．5D4．2．5056．5043．75〔注〕．�@．日本郵船調査グループ資料による。�A単位はワールドスケールレート。�B．いずれも20万D／W以上の船舶によ一）．　　　　　るもの。　�Cグラフの値はいすれも岐高値。5，穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧）（単｛立’ドル）ガルフ／日本北米．西岸／日本瓦ガルフ／西欧月次1998199919981999L9981999最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低．最高　　最低121，25　19．0016．OO　l3．25！1．50　　9，009．1510．75　　9．009．50　　9．0021．9．OO　l6．501ア．OQ　l4．258．75一7．90　　7．50　319．50　17．5018．00　15，2512．85　11．5010．75　　9．306．75一4．20．OO　16．001．8，35　14．25一一　9．50517．OO　t5、502Q．50　16．5Q．一一10，50　　7．50一615．35　13．7017．60　15．50一一一　ア14，00　13．OO18．50　16．OO9．7510，9：5　10，80一一813，00　12．5020．50　18．6D『一一一12．00912．75　12．7020．10　19．85一一8．50　10一一8．751．113，75　12．75一8，75　　7．5Dユ212．85　12．25一8．50　　6．75（注〕　�@．日本郵船調査グループ資判．による、，．　　　　．◎．．ゲラフのイ直はいずれも．最高値ぐ�Aいずれも5万DAV以」二S万D〆W未満の船舶によるもの。せんきょう　平成11年10月号　　石炭いンブトンローズ／且本レ鉄鉱石1ッバロン／円本・ツバロン／西［蝋｝〔ドル1】5105D／石炭（ハンプトンローズ／日本）　，、／@「Y’f�dノ＼@＼@　＼@　、@　　＼@　　＼　＼〆鉄鉱石iツバロン／日本）1／h／V＼41@　　　〜　　　　レ1ノ’、、＼　＼　へ　　「@／^／鉄鉱石（ツバロン／西欧）】994〔箏〕L995旧9δ引99719931999【ドP冒4。。201510530O2502DD15D10O5α0　　0運賃指数　　一ｪン7イー_ーディー@　1凡△　　馬撃撃撃�d　�j　　　　へ	　一八唐VイークhJ一ン〆	　　　　》　@／r＼1	、ll、　＼1	　　　覧’f	　　、		凡	信ll〆	’’上」型　　、	　�d＼　@　、　　、	へ＼　！一	　　　　、　　　　　　ず、@ヘ　へ	　　　！�`m＼〜	　　ヤ　申型	！	A　@＼　@　、　　　噛　　VLCC	99削筒99599699799日き90α田5D0D50m0〔．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧）単位　　ル）ンプトンローズ／日本（石炭）	バロンノ日本〔鉄鉱石）	バロン／四欧〔鉄鉱石）次	998	999	998	999	998	999高　　最低	高　　最低	高　　最低	高　　最低	高　　最低	高　　最低		「一			．50	．30　　3．50				．「．80　　5．25	．40　　3．75	．75		一			且．45　　3．45			．		．25　　3．95	．OO　　3．50					．70　　4．15	．05　　4．60				」	．30	．10　　2．20						一		．25	．5D	．85	．80　　3．25	．70　　4．40	．50		．55		．00	．200			　一	1		．50		2			．15	注〕	日本郵船調査グループ資料による。�BOラフの値はいずれも最高値。	いずれも10万D〆W以ヒ15万D〆W未満の船舶によるもの。	，タンカー運賃指数　　　ン　　　カ　　　一　　　運　　　賃　　　才旨　　　数	次	997	998	999	LCC	型	型	・D	・C	LCC	型	型	・D	．1・C	LCC	型	型	．1・D	・C23456789101112	7．35X．15W．46Q．05Q．36R．46R．87O．38R．47U．28X．57S．3	07．21P4．lln9．11P9．71P0．41P0．91O7．21O0．41P0．61P3．91P4．91P0．6	65．61U4．．11T5．92O1．31W2．01W2．61V2．51T9．91S8．l1T2．61U6．51R8．9	88．41X8．12OL41X3．91W1．22O3．D1W5．51V621V9．51W1．61U4．61W0．1	33．82T5．82R7．72Q3．42P3．72O2．81W121V5．71V0．31U3．91S9．61W4．0	5．35S．66W．67Q．47O．37T．27S．27T．36O．34V．25S．04W．6	．10．41O4．．89U．71O6．19P．89W．21O4．89X．68W．97X．28Q．48W．2	50．31S2．／1R2．91S5．71Q2．11P9．81R6．31Q9．21QQ．21O7．21P7．0／P9．8；	40．71T4．51S6．51U0．61T6．61V0．81U7．41U8．01U5．41T8．31S6．ア1R3．3	75．01V1．41V5．51U1．91T5．．11T2．01U0．91T9．71T2．31T1．31U0．91W2．3　　　　「	3．55W．76Q．24W．83V．84O．74X．4．4Q．3	1．29T．89Q．19R．98W．138T．87T．77S．3	1．16．81R8．01P3．81R6．7］D28，21Q1．41Q4．01P2．9	50．01U121U4．31U7．51V6．62O9．91X6．31U0．0	98．91U5．71T9．31S4．21T8．31T7．31U4．51T9．1均	7．5	．IO．8	65．8　186．1．	99．3　　　63．O　l　95．9　1128．5　1ユ55．7　1163．1		注〕�@ロイズ・オブ咽ンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナル	ロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年11月に合併）�Aタンカー運賃はワールドスケールレート。�Bタンカー運賃数の5区分については、以下のとおり　�CVLCC：15万トン以上　鷺中型：7万〜玉5万トン　蓉小型；3万〜7万ン　��H・D＝ハンディ・ダーティ＝3万5000トン未満　鎗H・C＝ハンディ・クリーン＝全船型。んぎょう　平成11年10月号｝．45α4DO3503DO�o20015D10D500用船料指数450�３5030G＼／一ノ貨物船定期用船料指数拍J瀦乞。）25Dゾ！、A　　、へ〆4　　　Nハ！v貨物船航海用船料指数、＼，＼、、レー＼　　ヂ　　一　’@’（1965、7〜1966．6＝100｝2DD狽T0P00T0O旧鮪119951日略吐99？死9鵠1999Io⊃□万口脚即�p4DD隅係船船腹、994鶴、田5鴨魅、99フ、鵬、珊8．貨物船用船料指数，1貨物船航海用船料指．数貨物船定期用船料指．数月次　　　i1994199519961997199819991994199519961997199819991189．0234．0207．O209．0ユ89．0166．0327．0358．0380．3347．0277．O231．02185．0227．0202．O197．0／86．0170．0320．0358．O386．6332．0254．0229．03185．0229．0192．0ユ99．o171．0169．0324．O366．0339．4341．0260．0219．04ig8．　o243．0192．DUη．O173．o172．D31．0．O377．0363．0354．0262．D221．05191．0245．0196．0上90．0173．0173．0318．0402．O350．0342．0262．0238．06198．0239．0195．o184．0175．0176．0334．0390．O339．0326．0292．0238．07198．0230．0186．0183．0167．O179．0320．0426．O339．0338．O266．0226．082Q2．02．18．Q189．Q196．O165．G178．036G．o391．．o289．G3呂。．G2玉G，0233．G9208．0220．0186．O190．0164．O349．0364．．0293．O327．0208．010212．0221．0176．O191．0165．0333．0355．0294．o316．0222．0112ユ2．0198．0188．0189．0170．0363．0344．2323．0290．0231．012219．0209．0211．0186．O168．0367．0374．7323．O294．0232．0平均199．8226．1193．3192．6：1．72．1ヒ335．4375．5334．932s．1245．5（注）．�@．ロイズ・オブ・ロンドンプレ．ス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナ　　　　ルはロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年／1月に合併｝�A月rL海用船料指．数は1965．ア〜1966．6＝100定期用船料指　　　　数＝よ1971＝IO〔｝。）9．係船船腹量の推移199719981999月次貨物船タンカー貨物船タンカー貨物船タンカー隻数千G／r千D〆w隻数丁．G〆T千D〆W隻．数干G〆．T千D八Vl隻数千G．．．口囲DIW隻．数干G／T千D／W隻数千G〆T干DハV12482，1102，58955L6072，7572502，0632，423571，4502，4663283，2424，06051／，2052，12522411，9962，402571，6282，8042441，9112，220551，4502，4923／73，0943，83047　9071，48732532，0552，42063ユ，7102，9702461，9572，281581，7443，0663123，2484，135451，0041，72042512，0732，462641，7963，1012472，0282，381561，6752，9273063，3214，275491，1831，94352492，0862，52063L7813，0602562，0922，448551，6652，8893033，1143，94949玉．，／741，92S62442，0082，426571，7763，0522592，1712，546541，6812，9393283，5034．，535501，3872，48572391，9692，449581，8233，1603102，8483，408582，0！83，6313293，3744，345501，3632，44382462，1202，429571，7763，0313112，8163，420582，0！83，6213413，4Q74，377511，5122，63992462、0842，375531，4872，4743192，8523，420571，7262，94／3443，5U　4，56G5G　1，5G72，631102642，2812，634571，6162，5913262，8853，420531，4532，479ユ12652，2522，555581，5432，5323242，9153，515501，4D72，415122692，2542，596591，4502，4643243，0043，718511，4δ52，528（注1　ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・ナブ・レイドアップベッセルズによる。せんきょう　平成1／年10月号　連巳の猛暑がようやく終る気配のところへ、日本近海で次々と発生した大型台風が襲来する様子はやはり異常気象の現れではないかといささか気になる。それにしてもこんなに長い間暑かった夏はあまり記憶にない。先日、ニュースで南極から巨大な氷塊が流れ出したと報じられていたが、これなども地球規模での温暖化が進んでいることを実感させられる。大気中のCO2の増加か、はたまたオゾン層の破壊が進んでいるせいか、いやな兆候に思える。　猛暑とは言え、エアコンを長時間点け放しにして電力を消費するのは、あとで高い電気代を請求される怖さもさることながら、資源の浪費と地球温暖化に思いめぐらすと、日頃の生活の場でも自制すべきことの一．・つとして心掛けなければならない。電力需要増と共に火力・原子力が大きな割合を占める日本の発電は、輸入資源に頼るところがますます大きくなっているようだ。自然環境を守る論議が高まり、水力発電用ダムもこれ以上建設の余地がなくなっている現状を考えれば、最近改めて目が向けられた感のある風力発冠のような自然のエネルギーを利用しない手はなかろう。北欧諸国が相当量を風力発電で賄っている状況に比べ、我が国のそれは辛うじて認められる程度でしかない。台風のような過剰な風エネルギーは発電には御し難いかもしれぬが、四方海に囲まれている条件下にあればこそ、もっと風力エネルギーの利用が図られても良いのではないかと思う。　今後売電事業が活発になると予測されている中、風力発電コ．ストが40〜50％割高ではコマーシャルベースにのりにくいであろうし、電力会社による買電に頼るのも限度があるから、設備は公共投資として、得られた電力は公共施設用に優先して買い上げるとか差額負担をするとか国の施策としてもっと真剣に検討されるてしかるべきではないだろうか。我が国が地球環境保全についても先進国であるとの評価を高めていく上で、実際にやることはまだまだ多いと思うのだが。川崎汽船　総務部情報広報室長　　　大滝光一せんきょう10月号　No．471（VoL　40　No．7）　　　発行◆平成11年10月20H　　　創刊◆昭和35年8月IO日　　発行所◆社団法人　日本船主協会　　　　　　〒LO2一郡03れ京都干代田区平河11［r2づrl〔｝軽運ビル｝　　　　　　TEL，〔03〕325・レ．ア181〔総務1芹［；広羽乏室｝編集・発行人◆鈴　木　昭　洋　　　製作◆株式会社タイヨーグラフィック定価◆407円硝費税を含む。会員については会費に含めて購読料．を徴収している｝國せんきょう　平成11年10月号．．）。方ねある。詠船銚の欄たち　　．影今回、登場して頂くのは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．所二目の業務は主にどの」第一船舶�且謦�役営業部長金森正一さん（51歳）です。．＿＿＿一…’叶　　3．御社または御社の船舶の自　　　慢といえば？　　　セメントタンカー6隻と石灰　　石専用船1隻、計7隻の船舶管　　理と船員配乗を主業務とし、特　　に新型荷役機械搭載船への対応な　　を含めて、運航会社殿並びに荷　　主殿より全幅の信頼を得ている。一一一一一．．　一一．．一　w．）．「ζ　　家族と同居しながらの会社通勤一　が忘れ得ぬ思い出。　　　　　　一・一一　．一「2・二字離欝饗。鑑駕弊轡畢寵〔いで、約3カ月間、三田市に他　　｝　　　　　　　　　　　　　　　「　　4冷後チャレンジしてみたい」＿一一第一船舶�鰍ﾌ事業概要一．．　．〜一）　セメント撒積ならびに石灰石専用船の保船琶理と船員配乗を行い、運航会社に貸渡すことを主業とするかたわら、一般内航貨物船営業における取扱貨初の多様化を図っている。船が支える日本の暮らし岳・J・p・・…5hiρ・w・・…A55・d・d・nhttp：〃www．jsanet．or．lpノ（（

